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金
循
環
表
か
ら
見
た
韓
国
の
一
九
六
〇
年
代
の
金
融
市
場
と 

　
　
　

私
募
債
に
関
す
る
研
究
─
産
業
連
関
分
析
技
法
を
応
用
し
て

─金　
　

志　

映

は
じ
め
に

　

植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放
と
朝
鮮
戦
争
を
経
た
韓
国
で
、
金
融
市

場
は
多
く
の
開
発
途
上
国
で
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
二
重
金
融
構
造
を

持
ち
、
公
金
融
と
私
金
融（（
（

に
分
か
れ
て
い
た
。
金
融
市
場
が
二
重
に

分
断
さ
れ
た
状
態
で
は
、
金
利
も
公
金
利
と
私
金
利
に
分
か
れ
て
決

定
さ
れ
た
。
金
利
と
い
う
の
は
、
資
金
を
借
り
る
と
き
に
そ
の
対
価

と
し
て
払
う
費
用
の
こ
と
で
、
通
常
は
借
り
手
の
資
金
需
要
と
貸
し

手
の
資
金
供
給
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
し
か
し
分
断
さ
れ
た
金
融

市
場
で
は
、
公
金
利
は
政
府
の
信
用
割
当
に
よ
り
決
め
ら
れ
、
金
融

政
策
に
よ
り
統
制
さ
れ
た
。
韓
国
で
は
物
価
安
定
や
企
業
の
資
金
調

達
費
用
の
負
担
の
軽
減
を
目
的
に
低
金
利
政
策
が
持
続
さ
れ
、
私
金

利
に
比
べ
公
金
利
は
非
常
に
低
い
水
準
に
留
ま
っ
て
い
た
。
預
金
金

利
が
市
場
均
衡
金
利
の
私
金
利
よ
り
低
い
水
準
で
統
制
さ
れ
て
い
た

た
め
、
銀
行
預
金
は
資
金
の
運
用
先
と
し
て
の
魅
力
を
失
っ
て
い
た

上
、
低
金
利
で
借
り
手
か
ら
は
慢
性
的
な
資
金
の
超
過
需
要
が
生
じ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
銀
行
が
民
間
か
ら
預
金
を
誘
引

し
収
集
し
た
大
量
の
資
金
を
用
い
て
貸
出
市
場
へ
供
給
す
る
と
い
う
、

通
常
の
金
融
仲
介
機
能
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
す
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
か
っ
た
。

　

一
九
六
五
年
九
月
三
〇
日
に
は
公
金
利
を
現
実
の
金
利
水
準
ま
で

引
き
上
げ
る
と
い
う
、
金
利
現
実
化
措
置
が
実
施
さ
れ
た
。
同
措
置
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は
一
年
未
満
の
名
目
預
金
金
利
を
年
一
五
％
か
ら
年
三
〇
％
に
引
き

上
げ
る
と
い
う
画
期
的
な
内
容
で
あ
り
、
短
期
間
に
民
間
の
資
金
を

貯
蓄
性
預
金
に
誘
引
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
高
利
の
私
募

債
の
問
題
は
解
決
さ
れ
ず
、
負
債
の
返
済
不
能
で
倒
産
す
る
企
業
が

続
出
し
た
た
め
、
一
九
七
二
年
八
月
三
日
に
は
預
金
金
利
を
年
一

二
・
六
％
に
引
き
下
げ
て
再
び
低
金
利
政
策
に
戻
っ
た
。
そ
れ
に
加

え
て
、
全
て
の
会
社
の
負
債
を
三
年
間
支
払
猶
予
す
る
方
式
で
製
造

業
を
救
済
す
る
異
例
的
な
措
置
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一

九
六
五
年
～
一
九
七
二
年
は
韓
国
で
唯
一
、
高
金
利
政
策
が
試
み
ら

れ
た
期
間
で
あ
り
、
こ
の
過
程
に
は
経
済
開
発
計
画
を
推
進
し
て
来

た
韓
国
政
府
が
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
金
融
制
度
を
整
備
し
て
い

く
姿
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
は
韓
国
の53SN

A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
勘
定
を
用
い
て
、

一
九
六
〇
年
代
の
各
制
度
部
門
の
金
融
行
動
に
お
け
る
変
化
を
分
析

す
る
。
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
か
ら
本
格
的
に
始
ま
る
韓
国
の
経
済

成
長
期
に
お
い
て
、
金
融
的
基
盤
を
造
成
し
た
一
九
六
〇
年
代
の
各

金
融
機
関
、
特
に
第
二
金
融
圏（（
（

の
整
備
に
伴
う
金
融
市
場
の
成
長
を
、

負
債
影
響
力
係
数
と
資
産
影
響
力
係
数
を
算
出
す
る
こ
と
で
明
ら
か

に
す
る
。
加
え
て
、
資
金
循
環
表
に
あ
ら
わ
れ
る
私
金
融
市
場
、
つ

ま
り
個
人
部
門
が
民
間
企
業
に
供
給
し
た
私
募
債
の
規
模
を
推
計
し
、

私
募
債
の
動
向
を
追
跡
す
る
こ
と
で
、
デ
ー
タ
の
収
集
や
分
析
が
難

し
い
当
時
の
私
金
融
市
場
分
析
の
一
助
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。

　

本
稿
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
歴
史
的
に
二

重
構
造
を
形
成
し
て
来
た
韓
国
の
金
融
制
度
と
政
策
を
振
り
返
る
。

そ
の
際
、
金
融
政
策
に
お
け
る
韓
国
の
中
央
銀
行
の
立
場
と
役
割
の

観
点
か
ら
接
近
し
、
一
九
六
〇
年
代
の
韓
国
の
金
融
市
場
の
状
況
や

変
化
を
把
握
す
る
。
第
二
章
で
は
本
稿
で
用
い
る
主
要
資
料
で
あ
る

53SN
A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
勘
定
に
つ
い
て
紹
介
し
、
資
金
循
環

表
か
ら
私
募
債
の
金
額
を
推
定
す
る
方
法
を
説
明
す
る
。
第
三
章
で

は
第
二
章
で
紹
介
し
た
方
法
に
従
い
私
募
債
の
年
末
残
額
を
推
定
し
、

資
金
過
不
足
分
析
を
通
じ
て
資
金
の
需
要
供
給
に
お
け
る
私
募
債
の

比
重
の
推
移
を
観
察
す
る
。
第
四
章
で
は
私
募
債
と
い
う
金
融
商
品

の
項
目
を
追
加
し
た
資
金
循
環
表
に
産
業
連
関
分
析
技
法
を
応
用
し

て
、
各
制
度
部
門
間
の
取
引
や
各
制
度
部
門
の
負
債
・
資
産
影
響
力

係
数
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
変
化
を
観
察
す
る
こ
と
で
一
九
六
〇
年
代
の

韓
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
私
募
債
の
投
入
先

や
負
債
・
資
産
影
響
力
係
数
と
感
応
度
係
数
を
算
出
し
、
そ
の
変
化

か
ら
私
募
債
が
韓
国
の
金
融
市
場
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
分
析
す

る
。
最
後
に
結
論
を
記
す
。
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一　

一
九
六
〇
年
代
の
韓
国
の
金
融
市
場
と 

金
融
政
策

（
1
）　
二
重
構
造
の
金
融
市
場
と
金
融
政
策

　

一
国
に
お
い
て
制
度
的
に
組
織
化
し
た
金
融
市
場
が
作
動
す
る
た

め
に
は
、
一
般
的
に
情
報
の
完
全
性
、
金
融
仲
介
機
関
の
整
備
、
貨

幣
経
済
の
完
備
な
ど
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
韓

国
で
近
代
的
な
金
融
市
場
の
体
制
が
形
成
さ
れ
た
の
は
一
九
六
〇
年

代
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
の
金
融
市
場
は
上
述
の
よ
う

な
条
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
信
用
度
を
測
る
基

準
が
な
く
情
報
の
非
対
称
性
が
強
か
っ
た
。
そ
の
上
、
金
融
仲
介
機

関
は
整
備
さ
れ
ず
、
三
回
（
一
九
五
〇
年
、
一
九
五
三
年
、
一
九
六
二

年
（
の
貨
幣
改
革
で
貨
幣
秩
序
は
混
乱
し
て
い
た
。
こ
の
中
で
、
金

融
市
場
は
公
金
融
機
関
と
私
金
融
機
関
に
分
離
さ
れ
た
二
重
構
造
で

発
展
し
て
来
た
。

　

一
九
五
〇
年
代
の
韓
国
の
総
貯
蓄
率
（
一
九
五
五
年
基
準
一
・

三
％
（
は
低
水
準
で
あ
り
、
外
国
援
助
及
び
通
貨
増
大
へ
の
資
金
依

存
度
が
高
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
政
府
は
企
業
の
資
金
調

達
費
用
の
軽
減
の
た
め
に
低
金
利
政
策
を
維
持
し
た
が
、
低
金
利
政

策
が
招
い
た
副
作
用
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
図
１（3
（

の
よ
う
に

図 1 　公金利と私金利の推移
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金
融
機
関
の
金
利
が
市
中
金
利
及
び
物
価
上
昇
率
よ
り
極
め
て
低
水

準
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、
需
給
を
調
節
す
る
機
能
を
失
っ
て
い
た
。

次
に
、
低
金
利
政
策
の
体
制
の
下
で
は
金
融
機
関
の
貯
蓄
誘
引
能
力

が
弱
ま
り
、
銀
行
の
通
貨
性
預
金
な
ど
の
現
金
・
通
貨
が
預
金
総
額

の
八
三
％
を
占
め
、
貯
蓄
性
預
金
は
一
七
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
一

九
五
五
年
当
時
（。
最
後
に
、
貸
出
金
利
も
低
い
水
準
で
与
え
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
企
業
は
自
己
資
本
を
充
実
さ
せ
る
よ
り
は
銀
行
融
資

に
頼
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
企
業
に
は
不
況
に
対
す
る
抵
抗

力
が
養
わ
れ
ず
、
資
本
市
場
の
発
達
も
阻
害
さ
れ
た
。
金
利
は
本
来

の
金
融
仲
介
の
機
能
を
失
っ
て
し
ま
い
、
金
融
政
策
の
実
効
性
が
形

骸
化
さ
れ
た
。
韓
国
で
は
金
融
政
策
の
正
常
な
運
用
が
困
難
に
な
り
、

貸
出
限
度
制
の
よ
う
な
変
則
的
な
手
段
を
と
る
金
融
統
制
が
金
融
政

策
の
根
幹
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
低
金
利
政
策
の
副
作
用
を

改
善
す
る
た
め
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
金
利
引
上
論
が
提
起
さ
れ
、

一
九
六
〇
年
代
初
に
民
主
党
政
権
は
金
利
現
実
化
を
公
約
し
た
。
政

府
は
利
息
制
限
令
の
撤
廃
と
金
利
の
現
実
化
を
通
じ
て
、
遊
休
資
金

及
び
私
金
融
市
場
で
流
通
す
る
資
金
を
金
融
機
関
に
吸
収
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
。
一
方
、
植
民
地
支
配
の
終
結
と
朝
鮮
戦
争
を
経
た
韓

国
が
、
ど
の
よ
う
に
金
融
制
度
を
復
元
・
整
備
す
る
か
に
つ
い
て
は

世
界
的
な
関
心
が
集
ま
り
、
一
九
六
〇
年
代
にIM

F

とW
orld 

Bank

を
は
じ
め
と
す
る
世
界
の
金
融
機
構
は
金
利
を
引
き
上
げ
る

よ
う
助
言
し
た
。
一
九
六
五
年
九
月
三
〇
日
に
施
行
さ
れ
た
金
利
現

実
化
措
置
は
、
最
高
預
金
金
利
を
年
一
五
％
か
ら
年
三
〇
％
に
引
き

上
げ
た
異
例
の
措
置
で
、
開
発
政
府
の
金
融
政
策
に
お
い
て
画
期
的

な
事
件
で
あ
っ
た
。
金
利
現
実
化
措
置
の
目
的
は
政
策
金
利
を
現
実

化
さ
せ
る
こ
と
で
、
二
重
金
融
構
造
を
無
く
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
金

利
現
実
化
措
置
を
支
持
す
る
理
論
は
、
金
融
自
由
化
を
主
張
し
た
、

い
わ
ゆ
る
新
自
由
主
義
者
の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
。

　

し
か
し
、
一
九
七
二
年
に
は
低
金
利
政
策
に
復
帰
し
た
。
一
九
七

二
年
八
月
三
日
に
発
表
さ
れ
た
大
統
領
の
経
済
安
定
と
成
長
に
関
す

る
八
・
三
緊
急
経
済
措
置
（
い
わ
ゆ
る
八
・
三
措
置
（
に
よ
っ
て
、

定
期
預
金
金
利
は
金
利
現
実
化
措
置
以
前
よ
り
低
い
一
二
％
に
改
定

さ
れ
た
。
こ
の
八
・
三
措
置
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
悪
影
響
、

貧
弱
な
企
業
の
財
務
構
造
、
高
利
息
の
私
募
債
の
横
行
、
融
資
に
必

要
な
企
業
の
担
保
不
足
、
不
十
分
な
企
業
の
経
営
合
理
化
、
民
間
投

資
と
雇
用
増
加
の
鈍
化
な
ど
に
よ
る
企
業
破
産
の
増
加
を
解
決
す
る

た
め
に
施
行
さ
れ
た
。
八
・
三
措
置
は
全
て
の
企
業
の
負
債
を
三
年

間
支
払
猶
予
す
る
方
式
で
製
造
業
を
救
済
し
た（（
（

。
つ
ま
り
、
一
九
六

五
年
の
金
利
現
実
化
措
置
以
後
か
ら
一
九
七
二
年
の
八
・
三
措
置
ま

で
の
期
間
は
、
韓
国
で
唯
一
、
高
金
利
が
維
持
さ
れ
た
期
間
で
あ
る
。
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高
金
利
政
策
施
行
の
期
間
中

は
、
預
金
金
利
が
貸
出
金
利
よ

り
高
い
水
準
で
設
定
さ
れ
た
こ

と
か
ら
生
じ
る
逆
マ
ー
ジ
ン
が

銀
行
の
経
営
収
支
の
悪
化
を
招

い
た
。
当
初
か
ら
指
摘
さ
れ
て

い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
銀
行

の
逆
マ
ー
ジ
ン
に
対
す
る
根
本

的
な
解
決
策
の
不
在
で
、
結
果

的
に
韓
国
銀
行
は
こ
の
よ
う
な

逆
金
利
体
制
を
是
正
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
産
業
界

の
金
利
負
担
を
緩
和
さ
せ
る
目

的
も
兼
ね
て
、
表
（
に
示
す
よ

う
に
一
九
六
八
年
～
一
九
七
二

年
に
六
段
階
に
か
け
て
金
利
引

下
措
置
を
施
行
す
る
こ
と
と
な

り
、
高
金
利
政
策
は
八
・
三
措

置
で
終
結
さ
れ
た
。

　

こ
の
措
置
に
つ
い
てCole

・

朴
（（98（

（
は
、「
金
利
現
実
化
措
置
は
資
金
を
銀
行
の
預
金
に
誘

引
す
る
こ
と
に
あ
る
程
度
の
効
果
を
見
せ
、
四
～
五
年
間
は
経
済
が

成
長
し
た
が
、
そ
れ
は
短
期
的
な
効
果
で
あ
り
、
一
九
七
〇
年
代
に

入
る
と
徐
々
に
冷
め
は
じ
め
た
。
そ
し
て
こ
の
期
間
中
に
企
業
は
高

い
経
済
成
長
の
持
続
を
予
想
し
な
が
ら
、
金
融
機
関
融
資
の
み
な
ら

ず
、
海
外
借
入
や
私
金
融
市
場
か
ら
の
短
期
借
入
に
ま
で
手
を
広
げ

た
。」
と
語
る
（p.（59

（。
一
方
、
こ
の
時
期
の
私
金
融
市
場
に
つ
い

て
李
明
輝
（（009

（
は
、「
経
済
開
発
計
画
過
程
で
、
銀
行
は
長
期

設
備
資
金
を
供
給
す
る
役
割
を
担
当
し
て
お
り
、
短
期
運
用
資
金
を

調
達
す
る
市
場
は
空
白
で
あ
っ
た
た
め
、
流
動
性
圧
迫
が
生
じ
た
。

緊
急
借
入
が
必
要
な
企
業
や
家
計
が
私
金
融
市
場
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
私
金
融
市
場
が
急
膨
張
し
た
。
物
価
安
定
の
た
め
に
韓
国
銀
行

は
流
動
性
を
抑
制
し
て
お
り
市
中
で
は
流
動
性
が
不
足
す
る
状
況
で
、

担
保
力
の
弱
い
零
細
商
工
業
者
の
み
な
ら
ず
、
長
期
資
金
を
借
入
れ

た
企
業
も
私
金
融
を
通
じ
て
短
期
運
用
資
金
を
調
達
す
る
ケ
ー
ス
が

少
な
く
な
か
っ
た
。
自
己
資
本
が
貧
弱
な
上
、
短
期
資
金
の
高
い
利

息
ま
で
背
負
っ
た
企
業
の
財
務
状
況
は
急
激
に
悪
化
し
始
め
た
。
そ

れ
に
加
わ
っ
て
、
外
国
か
ら
借
り
入
れ
た
資
金
の
償
還
日
が
近
づ
き
、

企
業
の
債
務
不
履
行
が
連
鎖
倒
産
を
招
く
と
い
う
憂
慮
が
広
が
っ

た
。」
と
述
べ
る
（p.（03

（。

表 1 　 6 段階の金利引下措置（年利、％）

実施日時 預金金利 貸出金利 備考

（965年（0月 （ 日 30 （6 金利現実化措置
（968年 （ 月 （ 日 （7.6 （6 預貸金利間の逆金利差縮小
（968年（0月 （ 日 （5.（ （5.（ 表面的な逆マージン現象の解消
（969年 6 月 （ 日 （（.8 （（ 実質的な逆マージン現象の解消
（97（年 6 月（8日 （（.3 （3 金融機関の経営収支改善の企図
（97（年 （ 月（7日 （7.（ （0 企業の競争力強化の企図
（97（年 8 月 3 日 （（.6 （6.5 8·3緊急経済措置
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つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
企
業
の
私
金
融
市
場
の
拡
大
は
、

金
利
引
き
上
げ
措
置
に
よ
る
短
期
的
な
経
済
成
長
が
企
業
へ
期
待
感

を
持
た
せ
た
上
、
制
度
金
融
圏
内
の
短
期
資
金
市
場
の
不
在
で
短
期

運
用
資
金
を
私
金
融
に
依
存
す
る
な
ど
、
金
融
制
度
の
整
備
が
ま
だ

不
十
分
と
い
う
問
題
も
関
わ
っ
て
い
た
。
金
利
現
実
化
措
置
の
後
は

一
九
六
八
年
四
月
～
一
九
七
二
年
八
月
に
六
段
階
に
か
け
て
金
利
を

徐
々
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
金
利
が
下
落
し
て
も
企
業
の

収
益
率
は
改
善
さ
れ
ず
、
私
募
債
の
利
息
負
担
と
短
期
返
済
に
よ
る

企
業
財
務
の
悪
化
が
深
ま
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
外
資
返
済
の
負
担
ま

で
加
わ
っ
て
倒
産
の
危
機
に
陥
っ
た
企
業
が
続
出
し
、
政
府
は
自
ら

前
面
に
出
て
企
業
の
私
募
債
返
済
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
革
新
的

な
措
置
を
実
施
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
政
府

は
一
九
七
二
年
に
企
業
私
募
債
を
凍
結
す
る
八
・
三
緊
急
経
済
措
置

を
実
施
す
る
と
共
に
、
金
利
を
大
幅
に
引
き
下
げ
て
金
利
現
実
化
措

置
以
前
の
低
金
利
体
制
に
戻
し
た
。
そ
れ
と
共
に
、
短
期
金
融
業
法
、

相
互
信
用
金
庫
法
、
信
用
協
同
組
合
法
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
私
金

融
正
常
化
三
法
」
を
制
定
し
、
私
金
融
市
場
を
制
度
金
融
圏
内
に
吸

収
し
な
が
ら
、
第
二
金
融
圏
を
育
成
し
よ
う
と
し
た
。
六
段
階
の
引

下
措
置
と
私
募
債
凍
結
措
置
に
よ
り
一
九
七
二
年
に
は
低
金
利
政
策

に
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
表
２（5
（

の
よ
う
に
新
し

表 2 　（960年代～（970年代初頭の金融仲介機関の整備と施行措置

年度 金融機関の設立 施行措置

（963 国民銀行（（月） 証券取引所開場（5月）

（96（ 信用協同組合会発足（（月） 為替レート現実化措置、単一変動為替レート制（5月）

（965 　 国会の韓日協定批准（8月）、金利現実化（（0月）

（966 　 外資導入法（8月）

（967 韓国外換銀行（（月）、韓国開発金融株式会社（（月）、韓
国住宅金庫、チェースマンハッタン銀行（7月）、東京
銀行、ファストナショナルシテイ銀行（9月）、大邱銀
行、釜山銀行、三菱銀行（（0月）、バンクオブアメリ
カ（（（月）

5つの市中銀行に甲流の外国為替業務を認可（3月）
貿易自由化（7月）　

（968 イギリス系チャータード銀行（（月）、忠清銀行（（月）、
光州銀行（（（月）、韓国信託銀行、韓国投資開発公社

（（（月）

資本市場育成法（（（月）

（969 済州銀行（9月）、仁川銀行（（（月）、全北銀行（（（月） 金融資金調節法案（3月）、不良借款業者及び銀行貸出
延滞業者の整備（5月）、外資導入法改定（6月）、証券
投資信託業法制定（8月）

（970 江原銀行（（月）、慶南銀行（5月） 金融業務刷新原則樹立（3月）、金融機関経営実績評価
基準制定（（0月）

（97（ 忠北銀行（（月）、韓国投資金融（6月） 金融機関資金運用規定改定（（0月）

（97（ 富士銀行（（月）、第一勧業銀行（（月） 相互信用金庫法制定（8月）
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い
金
融
機
関
が
設
立
さ
れ
な
が
ら
様
々
な
措
置
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
、

こ
の
時
期
に
韓
国
の
金
融
制
度
は
多
方
面
で
整
備
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

（
2
）　
金
融
政
策
と
中
央
銀
行

　

韓
国
の
金
利
政
策
の
決
定
権
に
つ
い
て
歴
史
を
遡
る
と
、
植
民
地

支
配
か
ら
の
解
放
後
の
韓
国
に
お
け
る
金
利
政
策
は
財
務
部
長
官
の

指
示
に
よ
り
朝
鮮
銀
行
で
決
定
し
た（6
（

。
金
利
は
各
金
融
機
関
の
代
表

で
構
成
さ
れ
た
金
融
団
に
よ
り
協
定
率
で
決
め
ら
れ
た
。
植
民
地
時

代
に
は
朝
鮮
金
融
団
が
協
定
率
と
し
て
預
金
金
利
の
み
を
決
め
て
お

り
、
貸
出
金
利
に
対
す
る
適
用
規
律
は
無
か
っ
た
。
貸
出
金
利
は
朝

鮮
銀
行
の
標
準
貸
出
金
利
に
基
づ
い
て
、
各
金
融
機
関
が
自
主
的
に

決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
解
放
後
は
朝
鮮
金
融
団
が
大
韓
金
融

団
に
再
組
織
さ
れ
、
大
韓
金
融
団
は
貸
出
金
利
を
統
一
の
協
定
率
と

し
て
決
定
し
た
。
し
か
し
、
大
韓
金
融
団
の
構
成
員
で
あ
る
金
融
機

関
は
、
預
金
引
出
、
資
産
損
失
、
貸
出
回
収
の
不
振
で
破
産
危
機
の

状
態
に
陥
っ
た
。
米
軍
駐
留
下
の
金
利
政
策
は
、
金
融
機
関
の
収
益

を
保
障
す
る
た
め
に
預
金
金
利
を
引
き
下
げ
な
が
ら
貸
出
金
利
を
引

き
上
げ
る
こ
と
で
、
銀
行
の
預
貸
マ
ー
ジ
ン
を
拡
大
す
る
方
向
に
進

め
ら
れ
た
。

　

解
放
後
の
金
利
調
整
に
関
す
る
最
初
の
資
料
は
一
九
四
七
年
の
朝

鮮
銀
行
の
『
調
査
月
報
』
に
登
場
し
、
低
金
利
が
銀
行
の
経
営
難
を

惹
起
す
る
と
い
う
批
判
が
主
要
な
内
容
で
あ
る
。
結
局
一
九
四
九
年

に
朝
鮮
銀
行
は
、
資
金
の
仮
需
要
が
膨
張
し
た
環
境
で
の
融
資
許
可

制
度
は
無
力
だ
と
結
論
付
け
、
金
利
を
引
き
下
げ
た
。
一
九
五
〇
年

に
は
韓
国
銀
行
が
発
足
し
て
、
他
の
金
融
機
関
へ
の
統
制
が
可
能
な

法
律
上
の
根
拠
を
整
え
た
。
中
立
的
で
民
主
的
な
通
貨
管
理
機
構
の

金
融
通
貨
委
員
会
を
組
織
し
、
通
貨
金
融
政
策
の
樹
立
・
施
行
を
担

当
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
金
利
は
金
融
通
貨
委
員
会
が
決
定
す
る
形

式
と
な
っ
た
。
一
九
五
〇
年
五
月
に
制
定
さ
れ
た
韓
国
銀
行
法
で
、

金
融
通
貨
委
員
会
は
財
務
部
長
官
が
議
長
を
担
い
、
財
務
部
長
官
を

は
じ
め
と
す
る
韓
国
銀
行
総
裁
、
金
融
機
関
選
出
の
二
人
、
大
韓
商

工
会
議
所
推
薦
の
一
人
、
農
林
部
長
官
推
薦
の
一
人
、
企
画
処
経
済

委
員
会
推
薦
の
一
人
と
い
う
七
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

一
九
六
〇
年
代
の
高
金
利
政
策
以
外
の
金
融
制
度
の
特
徴
は
、
政

府
が
い
く
つ
か
の
特
殊
銀
行
を
設
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
韓
国
銀
行
の
役
割
の
一
部
が
特
殊
銀
行
へ
移
転
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。68SN

A

ベ
ー
ス
と93SN

A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
勘
定
で
韓
国

銀
行
は
、
資
産
側
に
大
量
の
外
国
為
替
を
有
し
、
代
わ
り
に
負
債
側

で
は
金
融
債
、
つ
ま
り
通
貨
安
定
証
券
を
大
量
発
行
す
る
と
い
う
特
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徴
を
見
せ
て
い
る
。
韓
国
銀
行
は
国
を
代
表
し
て
海
外
と
外
国
為
替

取
引
を
す
る
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
低
利
で
金
融
機
関
に
供
給
す
る

な
ど
韓
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
中
で
独
特
な
役
割
を
担
当
し
て
い
る
。

韓
国
銀
行
の
通
貨
政
策
手
段
は
、
中
央
銀
行
貸
出
政
策
、
支
払
準
備

政
策
、
公
開
市
場
政
策
な
ど
が
あ
る
が
、
通
貨
安
定
証
券
は
公
開
市

場
政
策
と
し
て
一
九
六
一
年
一
一
月
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

韓
国
銀
行
は
通
貨
安
定
証
券
を
通
じ
て
国
外
部
門
で
増
減
し
た
資
金

を
調
節
し
、
物
価
の
安
定
を
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
通
貨
安
定

証
券
は
市
中
の
金
利
（
国
債
の
利
回
り
の
水
準
（
を
払
う
た
め
、
そ

の
利
子
負
担
で
韓
国
銀
行
の
当
期
純
利
益
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
は
赤

字
に
転
換
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
状
況
で
も
韓
国
銀
行
は
長
期
に
わ

た
っ
て
外
国
為
替
の
リ
ス
ク
を
背
負
う
こ
と
に
よ
り
、
韓
国
の
経
済

成
長
に
寄
与
し
て
来
た
。

　

と
こ
ろ
が
、53SN

A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
表
に
は
外
貨
保
有
額

が
特
殊
銀
行
に
も
計
上
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
政
府
は
輸

出
拡
大
の
た
め
に
外
国
為
替
を
専
門
業
務
に
す
る
銀
行
が
必
要
と
な

り
、
韓
国
銀
行
か
ら
外
国
為
替
管
理
課
を
分
離
し
、
資
本
金
百
億

ウ
ォ
ン
を
韓
国
銀
行
が
全
額
出
資
す
る
形
で
韓
国
外
換
銀
行
を
設
立

さ
せ
た
。
韓
国
外
換
銀
行
は
一
九
七
〇
年
に
西
ド
イ
ツ
派
遣
の
鉱
夫

の
送
金
口
座
を
専
担
し
、
翌
年
に
は
西
ド
イ
ツ
派
遣
の
看
護
婦
の
送

金
口
座
の
業
務
も
担
当
し
た
。
崔
眞
培
（（996

（
は
「
韓
国
外
換
銀

行
、
韓
国
住
宅
銀
行
、
韓
国
信
託
銀
行
な
ど
特
殊
銀
行
の
新
設
に
つ

い
て
、
政
府
は
特
殊
銀
行
を
自
ら
の
直
接
的
な
監
督
体
系
下
に
置
い

た
た
め
、
韓
国
銀
行
の
監
督
権
を
損
傷
さ
せ
た
」
と
語
る
。
特
に
韓

国
外
換
銀
行
の
新
設
に
つ
い
て
は
「
韓
国
外
換
銀
行
の
設
立
は
政
府

に
よ
る
金
融
規
制
と
関
連
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
韓
国
外
換
銀

行
は
一
九
六
七
年
一
月
、
外
貨
業
務
を
専
担
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ

た
が
、
韓
国
外
換
銀
行
の
設
立
以
降
、
韓
国
銀
行
の
地
位
は
低
下
し

た
。
何
故
な
ら
政
府
は
韓
国
銀
行
の
対
外
資
産
業
務
を
韓
国
外
換
銀

行
に
移
管
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
の
外
貨
管
理
法
の
制

定
と
一
九
六
二
年
の
韓
国
銀
行
法
の
改
正
に
よ
り
、
外
国
為
替
政
策

の
樹
立
・
執
行
の
み
な
ら
ず
、
外
貨
業
務
を
取
り
扱
う
金
融
機
関
に

対
す
る
規
制
監
督
の
権
限
も
政
府
に
帰
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
韓
国
外
換
銀
行
の
設
立
と
共
に
外
貨
銀
行
の
外
貨
勘
定
が
韓
国

外
換
銀
行
に
設
置
さ
れ
た
た
め
、
韓
国
外
換
銀
行
は
外
貨
運
用
の
面

で
は
事
実
上
中
央
銀
行
的
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
韓
国
外
換
銀
行
の
地
位
は
一
九
七
五
年
四
月
に
韓
国
銀
行
が

再
び
公
的
対
外
準
備
資
産
を
運
用
す
る
ま
で
維
持
さ
れ
た
。」
と
述

べ
る
（pp.（3-（（

（。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
九
六
〇
年
代
の53SN

A

ベ
ー
ス
の
資
金
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循
環
表
で
あ
ら
わ
れ
る
韓
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
様
相
は
、

68SN
A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
表
か
ら
把
握
さ
れ
る
特
徴
と
は
か
な

り
差
異
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
民
間
法
人
企
業
と
個
人
部

門
の
直
接
的
な
資
金
需
要
供
給
に
当
た
る
私
募
債
を
分
析
す
る
と
共

に
、
中
央
銀
行
、
特
殊
銀
行
、
海
外
部
門
の
関
係
に
も
焦
点
を
合
わ

せ
て
、
各
制
度
部
門
の
負
債
・
資
産
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
分
析
や
影

響
力
係
数
の
算
出
を
通
じ
て
、
上
述
の
よ
う
な
金
融
制
度
と
政
策
に

よ
り
各
制
度
部
門
の
金
融
行
動
に
い
か
な
る
変
化
が
あ
ら
わ
れ
、
そ

の
位
置
付
け
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
分
析
す
る
。

二　

53SN
A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
表
と
私
募
債
の

推
定

（
1
）　53SN

A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
表

　

資
金
循
環
表
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
のCopeland
（（95（

（

の
考
案
に
始
ま
り
、
そ
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
て
一
九
五
五
年
に
ア

メ
リ
カ
の
連
邦
準
備
制
度
委
員
会
が
資
金
循
環
表
を
作
成
・
発
表
す

る
こ
と
で
本
格
的
に
国
民
経
済
の
分
析
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
一
九
五
〇
年
代
の
末
ま
で
に
は
世
界
一
七
カ
国
で
作
成

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
六
八
年
に
は
国
民
経
済
計
算
（SN

A

（

の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
資
金
循
環
表
は
各
制
度
部
門

の
金
融
資
産
・
負
債
を
貸
借
対
照
表
の
形
式
で
計
上
し
て
お
り
、
そ

の
金
融
資
産
の
総
額
と
負
債
の
総
額
が
一
致
す
る
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス

を
取
っ
て
い
て
、
一
国
内
の
資
金
の
流
れ
が
一
目
瞭
然
に
把
握
出
来

る
長
所
が
あ
る
。

　

韓
国
の
資
金
循
環
勘
定
は
韓
国
銀
行
の
経
済
統
計
局
の
資
金
循
環

統
計
チ
ー
ム
が
一
九
六
五
年
か
ら
全
国
の
事
業
体
を
対
象
に
全
数
調

査
し
て
四
半
期
別
と
年
度
別
に
作
成
・
発
表
し
て
い
る
。
本
稿
で
は

韓
国
銀
行
（（97（a

（
に
掲
載
さ
れ
て
い
る53SN

A

ベ
ー
ス
の
一
九

六
二
年
末
～
一
九
七
〇
年
末
の
年
度
別
デ
ー
タ
を
用
い
て
分
析
す
る
。

他
に
は
、
韓
国
銀
行
（（99（

（
の68SN

A

ベ
ー
ス
に
合
わ
せ
て
遡

及
さ
れ
た
一
九
六
二
年
末
か
ら
の
年
次
デ
ー
タ
が
あ
る
が
、
表
3
の

よ
う
に
前
者
は
一
一
の
制
度
部
門
、
後
者
は
九
の
制
度
部
門
の
構
成

に
な
っ
て
お
り
、
取
引
項
目
の
種
類
も
差
異
が
あ
る
。
ま
た
、
前
者

は
一
九
六
二
年
末
～
一
九
六
四
年
末
は
年
次
デ
ー
タ
で
あ
る
が
、
調

査
が
始
ま
っ
た
一
九
六
五
年
か
ら
は
四
半
期
デ
ー
タ
が
掲
載
さ
れ
た

上
、
国
民
所
得
・
金
融
総
合
勘
定
や
貯
蓄
・
投
資
及
び
金
融
取
引
表

も
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、68SN

A

ベ
ー
ス
の
デ
ー
タ
よ
り
詳
し
い
情

報
が
得
ら
れ
る
。

　

一
方
、
韓
国
銀
行
（（978

（
の
デ
ー
タ
は
一
九
七
五
年
基
準
国
民

所
得
時
系
列
改
編
に
よ
り
、
韓
国
銀
行
（（97（a

（
の
一
九
六
三
年
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～
一
九
六
七
年
の
全
系
列
を
修
正
・
改
編
し
た
も
の
で
、
土
地
金
庫
、

輸
出
入
銀
行
、
総
合
金
融
会
社
、
投
資
信
託
な
ど
の
新
設
に
よ
り
、

非
銀
行
金
融
機
関
を
生
命
保
険
、
開
発
機
関
、
貯
蓄
機
関
、
投
資
機

関
の
四
つ
の
制
度
部
門
に
細
分
化
し
て
い
る
。
制
度
部
門
の
改
編
に

伴
い
、
金
融
取
引
項
目
も
細
分
化
、
新
設
し
て
再
分
類
す
る
な
ど
、

韓
国
銀
行
（（97（a

（
に
掲
載
さ
れ
た
統
計
資
料
と
は
制
度
部
門
と

金
融
商
品
の
分
類
が
若
干
異
な
る
。
そ
の
後
の
資
金
循
環
表
に
関
す

る
韓
国
銀
行
の
発
刊
物
を
見
る
と
、
韓
国
銀
行
（（99（, （99（

（
は
一

九
七
〇
年
以
降
の
資
料
、
韓
国
銀
行
（（00（, （007

（
は
一
九
七
五
年

以
降
、
あ
る
い
は
一
九
八
〇
年
以
降
の
資
料
を
分
析
対
象
と
し
て
お

り
、
一
九
六
〇
年
代
の
資
金
循
環
表
か
ら
最
も
詳
細
な
情
報
を
得
る

た
め
に
は
、
韓
国
銀
行
（（97（a

（
の
資
料
の
採
用
が
最
善
の
選
択

で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
資
金
循
環
表
の
中
で
私
募
債
市
場
の
デ
ー
タ
が
乏
し
い

一
九
六
〇
年
代
に
焦
点
を
当
て
て
、
資
金
循
環
表
の
金
融
商
品
項
目

か
ら
直
接
、
私
募
債
の
規
模
を
推
定
す
る
。
推
計
し
た
私
募
債
の
規

模
か
ら
資
金
流
通
市
場
の
状
況
を
把
握
す
る
の
み
な
ら
ず
、
一
歩
進

ん
で
私
募
債
と
い
う
金
融
商
品
取
引
項
目
を
資
金
循
環
表
の
中
に
追

加
す
る
こ
と
で
、
金
融
商
品
項
目
が
細
分
化
さ
れ
た
資
金
循
環
表
の

拡
張
版
の
作
成
を
試
み
る
。
韓
国
銀
行
（（97（a

（
の
統
計
デ
ー
タ
は
、

各
金
融
資
産
・
負
債
の
推
計
に
お
い
て
私
募
債
の
取
扱
に
つ
い
て
詳

し
く
言
及
し
て
お
り
、
一
九
六
〇
年
代
の
私
募
債
の
推
計
の
た
め
に

は
最
適
な
資
料
で
あ
る
。
韓
国
で
資
金
循
環
表
が
作
成
さ
れ
始
め
た

時
期
に
遡
る
と
、53SN

A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
勘
定
を
用
い
た
分

析
に
は
李
鍾
和
（（966

（
と
金
用
杰
（（967

（
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ

る
。
李
鍾
和
（（966

（
は
資
金
循
環
勘
定
を
観
察
し
な
が
ら
一
九
六

二
年
～
一
九
六
四
年
の
韓
国
の
金
融
構
造
を
分
析
し
、
間
接
金
融
中

表 3 　韓国の資金循環表の制度部門分類

53SNAベース 68SNAベース

金
融
部
門

韓国銀行

金
融
部
門

韓国銀行

一般及び
特殊銀行

一般銀行
預金銀行

特殊銀行

非銀行
金融機関

金融媒介機関
保険会社及び

年金基金

その他金融機関 その他金融機関

政府部門
一般政府 政府部門

政府企業 企
業
部
門

公企業

法人企業部門
政府管理企業

民間法人企業 民間企業

個人部門 個人部門

海外部門 国外部門
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心
で
財
政
資
金
と
国
外
部
門
に
依
存
す
る
韓
国
の
金
融
構
造
の
弱
点

を
指
摘
し
た
。
一
方
、
金
用
杰
（（967

（
は
投
資
の
た
め
の
資
金
調

達
過
程
に
お
い
て
、
各
制
度
部
門
が
招
来
す
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
論
じ
た
。

（
2
）　
資
金
循
環
表
で
の
私
募
債
の
推
定
方
法

　

53SN
A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
勘
定
の
長
所
は
、
資
金
循
環
表
か

ら
私
募
債
の
規
模
の
把
握
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
の
金
融
市

場
は
歴
史
的
に
公
金
融
市
場
と
私
金
融
市
場
に
二
分
化
さ
れ
て
お
り
、

一
九
六
〇
年
代
の
私
金
融
市
場
に
は
相
当
な
量
の
私
募
債
が
流
通
し

て
い
た
た
め
、
韓
国
銀
行
は
資
金
循
環
表
を
作
成
す
る
際
に
私
募
債

を
考
慮
し
、
別
途
に
推
計
し
て
資
金
循
環
表
に
包
含
さ
せ
た
。 

　

資
金
循
環
表
の
推
計
方
法
で
韓
国
銀
行
が
私
募
債
を
取
扱
っ
た
部

分
は
、
個
人
部
門
、
民
間
企
業
、
そ
の
他
金
融
機
関
に
包
含
さ
れ
る

類
似
庶
民
金
融（7
（

に
該
当
す
る
。
個
人
部
門
は
家
計
を
は
じ
め
と
す
る

農
林
漁
業
、
非
営
利
団
体
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
が
、
こ
の
制
度
部
門

は
独
立
し
た
推
計
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
残
高
計
算
法
に
よ
り
推

計
す
る
こ
と
と
し
た
。
即
ち
、
当
期
の
取
引
項
目
の
総
額
か
ら
、
他

の
残
余
部
門
の
金
融
資
産
、
ま
た
は
負
債
を
引
算
す
る
こ
と
で
個
人

部
門
の
金
融
資
産
・
負
債
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
部

門
は
項
目
に
よ
っ
て
は
残
差
と
し
て
推
計
せ
ざ
る
を
得
な
い
部
分
も

存
在
し
、
調
整
項
目
の
役
割
も
兼
ね
て
い
る
。
た
だ
し
、
例
外
的
に

そ
の
他
貸
出
金
の
項
目
、
即
ち
、
私
募
債
貸
出
額
だ
け
は
独
立
し
た

推
計
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、
国
税
庁
を
通
じ
た
期
中
の
月

平
均
の
丙
種
配
当
利
子
所
得
税（8
（

の
徴
収
実
績
を
同
税
率
（
一
九
七
〇

年
末
現
在
一
六
・
五
％
（
で
逆
算
し
て
、
期
中
の
平
均
残
額
を
算
出

す
る
。
こ
れ
を
算
式
で
表
現
す
る
と
式
（
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
推
計
さ
れ
た
私
募
債
貸
出
額
は
純
粋
に
企
業
部
門
に

対
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
中
で
庶
民
金
融
機
関
に
対
す
る
も
の
、

つ
ま
り
庶
民
金
融
機
関
の
そ
の
他
貸
出
金
を
控
除
し
た
残
額
は
、
全

額
が
民
間
法
人
企
業
へ
流
入
し
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。

　

53SN
A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
表
は
二
〇
個
の
取
引
項
目
で
構
成

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
貸
出
金
・
借
入
金
と
い
う
金
融
項
目
は
、

郵
便
貯
金
、
類
似
庶
民
金
融
、
証
券
金
融
、
韓
国
開
発
金
融
株
式
会

社
の
貸
出
金
、
そ
し
て
私
募
債
な
ど
が
入
っ
て
お
り
、
資
産
側
で
は

個
人
部
門
、
金
融
媒
介
機
関
、
そ
の
他
金
融
機
関
に
計
上
さ
れ
て
、

負
債
側
で
は
個
人
部
門
、
民
間
法
人
企
業
、
一
般
政
府
に
計
上
さ
れ

る
。
資
金
循
環
表
の
推
計
方
法
を
参
照
し
て
、
個
人
部
門
の
私
募
債

供
給
を
記
帳
す
る
新
し
い
制
度
部
門
を
ダ
ミ
ー
と
し
て
一
つ
追
加
す

る
こ
と
で
、
私
募
債
を
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
追
加
し
た
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個
人
私
募
債
供
給
部
門
は
、
資
産
側
の
そ
の
他
貸
出
金
の

項
目
に
個
人
部
門
の
金
額
を
計
上
す
る
代
わ
り
に
、
個
人

部
門
の
金
額
は
削
除
す
る
。
こ
れ
を
資
金
循
環
表
の
資
産

表
・
負
債
表
に
あ
ら
わ
す
と
表
（
の
よ
う
に
な
り
、
資
産

側
で
個
人
部
門
の
そ
の
他
貸
出
金A

h

が
、
個
人
私
募
債

部
門
に
移
さ
れ
て
計
上
さ
れ
る
。
資
金
循
環
表
で
の
私
募

債
の
抽
出
に
関
し
て
は
、
私
募
債
が
包
含
さ
れ
て
い
る
そ

の
他
貸
出
金
・
借
入
金
を
、
次
の
よ
う
な
作
業
を
経
て
五

つ
の
金
融
項
目
、
つ
ま
り
、
郵
便
貯
金
、
農
林
漁
村
貸
出

金
・
借
入
金
、
庶
民
金
融
貸
出
金
・
借
入
金
、
金
融
会
社

貸
出
金
・
借
入
金
、
そ
し
て
私
募
債
に
分
離
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
ま
ず
、
一
般
政
府
の
負
債
側
の
そ
の
他
借

入
金L

g

は
、
郵
便
貯
金
部
門
や
財
政
資
金
預
託
金
で
あ

る
。
一
方
、
金
融
媒
介
機
関
の
そ
の
他
貸
出
金A

t

は
、

郵
便
貯
金
部
門
や
財
政
資
金
預
託
金
、
公
共
団
体
社
会
事

業
及
び
育
英
事
業
、
そ
し
て
農
林
漁
村
貸
出
金
な
ど
が

入
っ
て
い
る
。
金
融
媒
介
機
関
の
貸
出
金
か
ら
一
般
政
府

の
郵
便
貯
金
部
門
や
財
政
資
金
預
託
金
（
郵
便
貯
金
と
名

付
け
る
（
を
引
い
た
金
額A

t

－L
g

は
、
個
人
部
門
へ
の
貸

出
金
（
農
林
漁
業
貸
出
金
と
名
付
け
る
（
に
な
る
。
今
度
は

私募債流動量　＝　期中の丙種配当利子所得税の徴取額 × 
（

丙種配当利子所得税率

　　　　　× 
（

平均私募債利子率（月利）
 ÷ 月数（四半期間の推計は3,年間の推計は（（）

表 4 　資金循環表での私募債の分離作業

資産 負債

制度部門
金融媒
介機関

その他
金融機関

個人私募債
供給部門

その他
金融機関

一般
政府

民間
法人企業

個人
部門

その他
貸出金・借入金

Ai Af Ah Lf Lg Lc Lh

郵便貯金 Lg Lg

農林漁業
貸出金・借入金

Ai－Lg Ai－Lg

庶民金融
貸出金・借入金

Af－｛Lc

－（Ah－Lf）}
Lh－

（Ai－Lg）

金融会社
貸出金・借入金

Lc－
（Ah－Lf）

Lc－
（Ah－Lf）

私募債 Ah Lf Ah－Lf

式 1
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個
人
部
門
の
負
債
側
の
そ
の
他
借
入
金L

h

か
ら
、
前
者
の
農
林
漁

業
貸
出
金
を
引
く
と
、
残
り
のL

h

－（A
t

－L
g

（
は
庶
民
金
融
機
関

か
ら
の
借
入
金
に
な
る
。
韓
国
銀
行
の
私
募
債
流
通
量
の
推
計
方
法

で
、
個
人
部
門
が
供
給
し
た
私
募
債
の
中
で
庶
民
金
融
機
関
に
対
す

る
も
の
を
除
し
た
金
額
は
、
全
て
民
間
企
業
に
流
入
す
る
と
定
義
さ

れ
て
い
る
た
め
、
個
人
私
募
債
供
給
部
門
の
資
産
側
の
私
募
債A

h

か
ら
、
そ
の
他
金
融
機
関
の
そ
の
他
借
入
金
（
私
募
債
項
目
に
計
上
（

を
除
し
た
金
額A

h

－L
f

は
、
民
間
法
人
企
業
に
私
募
債
借
入
と
し

て
計
上
す
る
。
民
間
法
人
企
業
の
負
債
側
の
そ
の
他
借
入
金
の
項
目

に
は
、
私
募
債
借
入
金
を
は
じ
め
と
す
る
、
そ
の
他
金
融
機
関
に
属

す
る
証
券
金
融
会
社
、
韓
国
開
発
金
融
会
社
及
び
投
資
開
発
公
社
か

ら
の
借
入
金
が
包
含
さ
れ
て
い
る
た
め
、
民
間
法
人
企
業
の
そ
の
他

借
入
金L

c

か
ら
個
人
部
門
の
私
募
債
供
給
を
引
い
た
差
額L

c

－（A
h

－L
f

（
は
、
金
融
会
社
借
入
金
と
名
付
け
て
計
上
す
る
。
こ
の
金
融

会
社
借
入
金
を
、
そ
の
他
金
融
機
関
の
資
産
側
の
そ
の
他
貸
出
金

A
f

か
ら
引
く
と
、
そ
の
差
額A

f

－｛L
c

－（A
h

－L
f

（｝は
庶
民
金
融
貸

出
金
に
な
る
が
、
こ
れ
は
上
述
し
た
個
人
部
門
の
負
債
側
で
得
ら
れ

た
庶
民
金
融
借
入
金
の
金
額L

h

－（A
t

－L
g

（
と
一
致
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
表
（
で
資
産
側
の
そ
の
他
貸
出
金
の
総
額
と
、
負
債
側
の
そ

の
他
借
入
金
の
総
額
は
一
致
す
る
た
め
、
式
（
が
成
り
立
つ
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
金
融
機
関
の
資
産
側
の
庶
民
金
融
貸
出
金

と
個
人
部
門
の
負
債
側
の
庶
民
金
融
借
入
金
は
同
額
に
な
る
（
式
3
（。

三　

資
金
循
環
表
で
読
み
解
く
一
九
六
〇
年
代
の

韓
国
の
私
金
融
市
場

　

本
章
の
第
一
節
で
は
第
二
章
で
紹
介
し
た
私
募
債
の
推
計
方
法
に

よ
り
推
計
し
た
私
募
債
の
規
模
を
観
察
す
る
。
第
二
節
で
は
資
金
過

不
足
分
析
に
お
い
て
私
募
債
が
占
め
る
比
率
に
つ
い
て
分
析
し
て
い

く
。

Ai＋Af＋Ah＝Lf＋Lg＋Lc＋Lh

Af－｛Lc－（Ah－Lf）} ＝Af＋Ah－（Lc＋Lf）
 ＝Lg＋Lh－Ai

 ＝Lh－（Ai－Lg）

式 2

式 3
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（
1
）　
資
金
循
環
表
で
推
定
し
た
私
募
債
の
規
模

　

第
二
章
で
の
方
法
に
よ
り
推
定
し
た
私
募
債
の
規
模
は
表
5
か
ら

う
か
が
え
る
よ
う
に
毎
年
増
加
し
て
い
る
。
第
一
章
で
紹
介
し
た
私

募
債
の
推
定
の
計
算
法
に
よ
り
、
個
人
部
門
の
私
募
債
貸
出
と
民
間

法
人
企
業
の
私
募
債
借
入
の
差
額
は
、
個
人
部
門
が
類
似
庶
民
金
融
、

つ
ま
り
そ
の
他
金
融
機
関
へ
供
給
し
た
私
募
債
に
な
る
。
個
人
部
門

の
私
募
債
貸
出
が
個
人
部
門
の
資
産
総
額
に
占
め
る
比
重
を
観
察
す

る
と
、
一
九
六
二
年
に
は
一
・
五
％
に
過
ぎ
な
い
が
、
年
々
増
加
し

一
九
六
七
年
に
は
一
一
・
四
％
に
ま
で
達
す
る
。
そ
の
後
は
減
少
し

て
九
％
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
民
間
法
人
企
業
の
場
合
は
負

債
総
額
の
中
で
私
募
債
借
入
が
占
め
る
比
重
は
、
一
九
六
五
年
ま
で

は
個
人
部
門
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
一
九
六
六
年
か
ら
は
個
人
部

門
の
資
産
に
占
め
る
私
募
債
貸
出
の
割
合
の
急
増
に
比
べ
て
緩
慢
な

増
加
を
描
い
て
お
り
、
個
人
部
門
と
同
じ
く
一
九
六
七
年
の
八
・

八
％
を
頂
点
に
減
少
し
て
い
く
。

　

本
稿
で
推
定
し
た
私
募
債
の
金
額
は
金
融
資
産
・
負
債
残
額
の

デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
年
末
の
残
額
な
の
で
、
当
年
度
か
ら
前
年
度
の

金
額
を
引
算
す
る
こ
と
で
、
年
間
の
取
引
額
が
求
め
ら
れ
る
。
年
間

の
取
引
額
、
つ
ま
り
フ
ロ
ー
統
計
を
、
崔
眞
培
（（996

（
が
韓
国
銀

行
（（978

（
と
韓
国
銀
行
の
経
済
統
計
調
査
月
報
の
資
料
に
基
づ
い

て
一
九
六
七
年
か
ら
作
成
し
た
私
募
債
の
規
模
と
比
較
し
た
の
が
表

6
で
あ
る
。
崔
眞
培
（（996

（
の
表
は
資
金
流
通
市
場
の
合
計
額

（E

（
と
私
募
債
の
構
成
比
（F

（
を
掲
載
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
基

に
私
募
債
の
取
引
額
の
算
出
（E

×F

（
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
金

額
を
表
5
で
引
算
に
よ
り
求
め
た
年
間
の
取
引
額
、
つ
ま
り
個
人
部

門
の
私
募
債
貸
出
（A

'

（
と
民
間
法
人
企
業
の
私
募
債
借
入
（B'

（

と
比
較
す
る
と
、
崔
眞
培
（（996

（
に
デ
ー
タ
が
存
在
す
る
一
九
六

七
年
～
一
九
七
〇
年
は
僅
か
な
金
額
差
で
ほ
ぼ
一
致
す
る
。Cole

・

朴
（（98（

（
も
韓
国
銀
行
（（978

（
と
韓
国
銀
行
の
経
済
統
計
年
報
・

調
査
月
報
を
用
い
て
「
家
計
及
び
非
法
人
企
業
」
が
法
人
企
業
に
貸

し
出
し
た
私
募
債
の
規
模
を
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
金
額

（G

（
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

（
2
）　
資
金
過
不
足
分
析

　

資
金
過
不
足
の
分
析
と
は
、
各
制
度
部
門
の
金
融
資
産
と
負
債
の

差
額
の
推
移
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
資
金
余
剰
部
門
と
資
金
不
足
部

門
を
把
握
す
る
方
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
制
度
部
門
の
資
金
余
剰

と
資
金
不
足
を
図
に
あ
わ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
制
度
部
門
の

資
金
の
供
給
と
需
要
の
規
模
が
一
目
瞭
然
に
な
る
。
本
源
的
貯
蓄
超

過
部
門
の
家
計
を
包
含
し
た
個
人
部
門
の
資
金
余
剰
を
基
準
に
し
て
、
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他
の
制
度
部
門
の
金
融
資
産
・
負
債
差
額
を

あ
ら
わ
す
が
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
個

人
私
募
債
部
門
を
別
途
に
追
加
し
、
個
人
部

門
か
ら
私
募
債
供
給
を
除
し
た
資
金
余
剰
を

一
と
し
て
、
他
の
制
度
部
門
の
資
金
過
不
足

を
あ
ら
わ
す
と
図
（
の
よ
う
に
な
る
。

　

図
（
で
は
私
募
債
供
給
を
除
し
た
個
人
部

門
の
資
金
余
剰
を
一
と
し
て
基
準
化
し
た
た

め
、
資
金
余
剰
部
門
は
右
側
に
、
資
金
不
足

部
門
は
左
側
に
集
ま
る
。
左
側
に
は
本
源
的

資
金
調
達
部
門
の
民
間
法
人
企
業
を
は
じ
め

と
す
る
公
企
業
、
政
府
管
理
企
業
が
入
り
、

右
側
に
は
個
人
部
門
と
個
人
私
募
債
部
門
が

資
金
供
給
部
門
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
企

業
部
門
の
資
金
需
要
は
個
人
部
門
の
供
給
し

た
資
金
よ
り
極
め
て
大
き
く
、
個
人
部
門
の

資
金
供
給
で
足
り
な
い
分
は
、
一
般
政
府
と

海
外
部
門
か
ら
の
資
金
で
補
う
形
と
な
っ
て

い
る
。
一
般
政
府
と
海
外
部
門
が
資
金
余
剰

部
門
と
し
て
計
上
さ
れ
る
こ
と
は
一
九
七
〇

表 5 　推定した個人部門と民間法人企業の私募債の金額と構成比（単位：百万ウォン、年末残額）

年度
個人部門の

私募債貸出（A）
民間法人企業の
私募債借入（B）

個人部門の
資産総額（C）

民間法人企業の
負債総額（D）

A/C
（％）

B/D
（％）

（96（ （,397 （,397 9（,880 83,070 （.5 （.7
（963 3,57（ 3,569 （（（,735 （（3,95（ 3.（ 3.（
（96（ 6,77（ 6,768 （50,（03 （53,033 （.5 （.（
（965 9,0（（ 9,0（6 （88,305 （9（,977 （.8 （.6
（966 （8,637 （8,600 （5（,598 （90,（（（ 7.3 6.（
（967 （（,837 （（,7（7 366,（（6 （7（,（（7 （（.（ 8.8
（968 5（,89（ 5（,89（ 568,3（5 8（9,3（（ 9.7 6.7
（969 76,667 76,57（ 885,760 （,3（7,3（（ 8.7 5.7
（970 （0（,970 （0（,838 （,（0（,350 （,8（3,6（（ 9.3 5.6

表 6 　推定した私募債と崔眞培、Cole・朴の私募債規模との比較（単位：億ウォン、年間取引額）

年度

表5の私募債の年間取引額 崔眞培の私募債の規模 Cole・朴

個人部門
私募債貸出

（A'）

民間法人企業
私募債借入

（B'）

資金流通市場
合計（E）

私募債市場
の構成比（F）

私募債の
取引額

（E×F）

企業に対する
私募債（G）

（963 （（.7（ （（.7（ ─ ─ ─ （（
（96（ 3（.00 3（.99 ─ ─ ─ 33
（965 （（.50 （（.（8 ─ ─ ─ （3
（966 96.（6 95.8（ ─ ─ ─ 96
（967 （3（.00 （3（.（7 （,（（0 9.6％ （3（.3（ （3（
（968 （30.57 （3（.67 3,600 3.6％ （（9.60 （3（
（969 （（7.73 （（6.80 5,989 3.6％ （（5.60（ （（8
（970 （53.03 （5（.6（ 5,5（（ （.6％ （5（.（0（ （53
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年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
の
韓
国
の
資
金
循
環
勘
定
で
も
あ
ら

わ
れ
る
こ
と
で
、
特
に
赤
字
と
計
上
さ
れ
る
普
遍
的
な
国
々
の
政
府

と
は
異
な
り
、
資
金
循
環
表
で
黒
字
と
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
、
韓
国

の
金
融
構
造
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
、
こ
の
特
徴
は
一
九
六
〇
年
代

の
資
金
循
環
表
で
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
本
源
的
負
債
超
過
部
門

の
民
間
法
人
企
業
の
資
金
不
足
は
、
一
九
六
二
年
末
は
個
人
部
門
の

資
金
余
剰
の
〇
・
八
六
倍
に
過
ぎ
ず
、
一
九
六
五
年
ま
で
は
個
人
部

門
の
資
金
供
給
の
規
模
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
が
、
金
利
引
上

措
置
の
後
か
ら
は
資
金
需
要
が
増
え
て
一
九
六
六
年
末
は
個
人
部
門

の
資
金
余
剰
の
一
・
四
倍
、
そ
し
て
一
九
七
〇
年
末
は
二
倍
以
上
と

な
っ
て
い
る
。
企
業
部
門
の
資
金
需
要
を
補
う
た
め
に
海
外
か
ら
の

資
金
流
入
が
急
増
す
る
一
方
、
〇
・
一
倍
以
下
で
あ
っ
た
個
人
私
募

債
部
門
の
私
募
債
供
給
も
金
利
引
上
措
置
が
行
わ
れ
た
後
か
ら
増
え

て
、
一
九
六
七
年
か
ら
は
〇
・
二
倍
前
後
と
な
る
。
つ
ま
り
、
個
人

部
門
が
公
金
融
市
場
を
通
じ
て
企
業
へ
供
給
し
た
資
金
の
、
約
二

〇
％
に
相
当
す
る
資
金
が
私
金
融
市
場
を
通
じ
て
民
間
企
業
へ
供
給

さ
れ
て
い
る
。
海
外
や
私
募
債
を
通
じ
た
資
金
供
給
が
増
え
て
い
く

一
方
、
一
般
政
府
が
供
給
し
た
資
金
は
一
九
六
八
年
か
ら
減
っ
て
い

く
。

図 2 　私金融市場の規模を考慮した各制度部門の資金過不足分析（個人部門基準）
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四　

産
業
連
関
分
析
技
法
を
応
用
し
た 

資
金
循
環
表
の
分
析

　

こ
の
章
で
は
産
業
連
関
分
析
技
法
の
応
用
方
法
に
倣
っ
て
、
制
度

部
門
間
の
取
引
額
の
Ｙ
表
を
算
出
し
負
債
と
資
産
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
分
析
を
行
う
。
産
業
連
関
分
析
（Input-O

utput analysis

（
は
、

一
九
七
三
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
（
第
五
回
（
を
受
賞
し
た

Leontief

（（9（（, （966

（
が
開
発
し
た
、
経
済
統
計
と
分
析
手
法
が

一
体
と
な
っ
た
分
析
手
法
で
あ
る
。
一
国
経
済
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の

投
入
産
出
構
造
が
商
品
×
商
品
形
式
の
正
方
行
列
の
形
式
に
表
現
さ

れ
、
経
済
発
展
の
段
階
に
応
じ
た
産
業
構
造
の
様
子
を
観
察
し
た
り
、

ケ
イ
ン
ズ
の
有
効
需
要
理
論
に
お
け
る
乗
数
効
果
を
定
量
的
に
計
測

す
る
場
合
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。
産
業
連
関
分
析
の
研
究
蓄
積
は
膨

大
で
、
そ
れ
ら
を
近
年
ま
と
め
た
資
料
と
し
て
、
環
太
平
洋
産
業
連

関
分
析
学
会
編
（（0（0

（、
早
見
（（0（0

（
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
産

業
連
関
表
の
金
融
市
場
版
で
あ
る
資
金
循
環
表
に
、
産
業
連
関
分
析

の
手
法
を
応
用
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
お
り
、
日
本
に
つ
い
て
は
辻

村
・
溝
下
（（00（a, b

（、
韓
国
に
つ
い
て
は
金
志
映
（（0（3, （0（（

（

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1
）　
各
制
度
部
門
の
負
債
・
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
分
析

　

資
金
循
環
表
は
各
制
度
部
門
の
右
側
を
負
債
項
目
、
左
側
を
資
産

項
目
と
す
る
貸
借
対
照
表
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
辻
村
・
溝

下
（（00（a

（
の
第
二
章
の
第
二
節
（pp.3（-（3

（
と
第
五
章
の
第
二

節
か
ら
第
五
節
（pp.（（6-（（9

（
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
資
産
側

と
負
債
側
を
別
個
に
取
り
出
し
、
あ
る
一
定
の
仮
定
を
お
い
た
行
列

演
算
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
制
度
部
門
×
制
度
部
門
の
取
引
金
額
表

で
あ
る
Ｙ
表
が
推
計
さ
れ
る
。
Ｙ
表
を
縦
に
見
る
と
、
あ
る
制
度
部

門
が
ど
の
制
度
部
門
か
ら
い
く
ら
の
資
金
を
調
達
し
て
き
た
か
が
把

握
さ
れ
る
。
そ
し
て
横
に
見
る
と
、
あ
る
制
度
部
門
が
ど
の
制
度
部

門
に
い
く
ら
の
資
金
を
運
用
し
た
か
が
分
か
る
。
例
と
し
て
、
表
7

は
一
九
六
二
年
の
資
産
側
と
負
債
側
を
用
い
て
推
計
し
た
Ｙ
表
で
あ

る
。
表
7
で
民
間
法
人
企
業
を
縦
に
見
る
と
、
個
人
部
門
か
ら
二
六

六
億
ウ
ォ
ン
、
特
殊
銀
行
か
ら
一
五
九
億
ウ
ォ
ン
を
調
達
し
て
お
り
、

民
間
法
人
企
業
の
自
部
門
間
の
取
引
金
額
が
一
二
五
億
ウ
ォ
ン
で
あ

る
。
今
度
は
個
人
部
門
を
横
に
見
る
と
、
民
間
法
人
企
業
に
二
六
六

億
ウ
ォ
ン
、
一
般
銀
行
に
一
九
五
億
ウ
ォ
ン
を
運
用
し
て
お
り
、
個

人
部
門
の
自
部
門
間
の
取
引
金
額
は
一
億
ウ
ォ
ン
で
あ
る
。

　

本
節
で
は
Ｙ
表
を
用
い
て
負
債
・
資
産
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
分

析
す
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
負
債
・
資
産
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
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リ
オ
の
変
化
が
著
し
く
あ
ら
わ
れ
る
制
度
部
門
を
中
心
に
そ
の
変
化

を
観
察
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
期
の
金
融
市
場
の
構
造
を
把
握
す
る
。

分
析
に
用
い
る
資
金
循
環
表
は
、
金
融
商
品
項
目
の
そ
の
他
貸
出
金

を
第
二
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
五
つ
の
金
融
商
品
に
細
分
類
し
た
私

募
債
と
い
う
項
目
を
含
ん
だ
表
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
で
は
資

金
過
不
足
に
お
い
て
私
募
債
の
規
模
の
推
移
を
観
察
す
る
た
め
、
私

募
債
供
給
部
門
と
い
う
制
度
部
門
を
ダ
ミ
ー
と
し
て
別
途
に
作
成
し

て
い
る
が
、
本
章
で
は
私
募
債
の
項
目
を
個
人
部
門
の
資
産
表
に
戻

し
て
か
ら
行
列
を
算
出
す
る
。

①
金
融
機
関
の
負
債
・
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
分
析

　

一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
、
負
債
・
資
産
構
成
に
著
し
い
変
化
が

あ
っ
た
金
融
機
関
は
、
中
央
銀
行
で
あ
る
韓
国
銀
行
、
そ
し
て
預
金

銀
行
の
中
で
は
特
殊
銀
行
、
非
銀
行
金
融
機
関
で
は
そ
の
他
金
融
機

関
で
あ
る
。

　
（
ⅰ
（韓
国
銀
行

　

図
3
は
Ｙ
表
を
縦
か
ら
見
た
韓
国
銀
行
の
資
金
調
達
先
で
、
図
（

は
Ｙ
表
を
横
か
ら
見
た
韓
国
銀
行
の
資
金
運
用
先
を
意
味
す
る
。
図

3
で
韓
国
銀
行
の
負
債
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
変
化
は
、
一
九
六
七
年

か
ら
海
外
部
門
か
ら
の
資
金
調
達
が
急
減
し
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭

然
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
六
七
年
一
月
に
韓
国
外
換
（
外
国
為
替
（

表 7 　（96（年のＹ表（単位：億ウォン、年末残額）  

韓国
銀行

一般
銀行

特殊
銀行

金融
媒介
機関

その他
金融
機関

一般
政府

政府
企業

民間
法人
企業

政府
管理
企業

個人
部門

海外
部門

差額 合計

韓国銀行 （ （7 3 0 0 307 （07 7 8 0 （（8 0 669

一般銀行 75 （ 5 0 （ 8 （ （（（ （0 9（ （ （5 335

特殊銀行 50 7 9 0 0 6 （ （59 （37 （09 0 0 58（

金融媒介機関 （ 7 3 （ 0 （ （ （0 3 5 0 9 53

その他金融機関 0 （ 0 0 0 0 0 6 0 （ 0 0 8

一般政府 （59 （5 36（ （ （ （ （ 7（ 35 （ （ 0 66（

政府企業 3（ 3 （（ 0 0 0 （ （（ 9 6 0 （9 （（6

民間法人企業 （5 5（ 35 7 （ （0 （3 （（5 5（ （7 0 （80 83（

政府管理企業 （ （（ （（ （ 0 （ （ 3（ （3 （5 0 （57 36（

個人部門 （7（ （95 （（7 （（ 5 36 9 （66 87 （ 0 0 9（9

海外部門 97 0 0 0 0 0 （ （ （ 0 （（ （（5 （35

差額 56 0 （（ 0 0 （88 0 0 0 570 0

合計 669 335 58（ 53 8 66（ （（6 83（ 36（ 9（9 （35
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銀
行
が
設
立
さ
れ
、
外
国
為
替
の
業
務
を
分
担
す
る
こ
と
に
起
因
す

る
現
象
と
考
え
ら
れ
、
韓
国
外
換
銀
行
が
包
含
さ
れ
る
特
殊
銀
行
の

負
債
・
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
か
ら
も
同
じ
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。

他
に
も
一
般
政
府
か
ら
の
資
金
調
達
が
減
っ
て
い
る
が
、
そ
の
代
わ

り
に
預
金
銀
行
と
個
人
部
門
か
ら
の
資
金
調
達
は
増
え
て
い
く
。

　

次
に
、
図
（
の
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
見
る
と
、
一
般
政
府
と

海
外
部
門
へ
の
資
金
供
給
が
一
九
六
六
年
末
を
転
換
点
に
急
減
、
一

方
一
九
六
七
年
か
ら
は
特
殊
銀
行
へ
の
資
金
供
給
が
急
増
し
、
一
九

七
〇
年
末
は
一
般
銀
行
へ
の
資
金
供
給
も
約
二
〇
％
ま
で
増
え
て
い

る
。
韓
国
銀
行
と
海
外
部
門
間
の
外
国
為
替
の
取
引
が
、
韓
国
外
換

銀
行
の
新
設
に
よ
り
一
九
六
七
年
か
ら
は
特
殊
銀
行
に
移
っ
た
こ
と

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
韓
国
銀
行
の
貸
借
対
照
表
か
ら
見
る
と
、
表
8
の
負
債
表

か
ら
は
対
外
債
務
の
項
目
が
減
っ
て
海
外
部
門
か
ら
の
資
金
調
達
が

減
少
す
る
こ
と
、
表
9
の
資
産
表
か
ら
は
国
債
の
保
有
が
減
り
一
般

政
府
へ
の
資
金
供
給
が
減
少
す
る
こ
と
と
繋
が
る
。
特
殊
銀
行
の
新

設
に
基
づ
き
、
一
九
六
〇
年
代
の
韓
国
銀
行
の
負
債
・
資
産
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
に
は
著
し
い
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
（
ⅱ
（特
殊
銀
行

　

特
殊
銀
行
に
は
産
業
銀
行
、
国
民
銀
行
、
中
小
企
業
銀
行
、
そ
し

て
経
済
事
業
部
門
を
除
外
し
た
農
協
及
び
水
協
中
央
会
の
信
用
事
業

部
門
の
勘
定
が
入
る
が
、
韓
国
外
換
銀
行
と
韓
国
住
宅
銀
行
の
新
設

に
よ
り
、
資
金
循
環
勘
定
に
は
一
九
六
七
年
か
ら
こ
れ
ら
の
銀
行
の

勘
定
が
含
ま
れ
る
こ
と
で
、
著
し
い
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。
特
に
、

表
（0
と
表
（（
の
よ
う
に
金
及
び
外
国
為
替
保
有
額
と
い
う
金
融
項
目

を
一
九
六
七
年
か
ら
特
殊
銀
行
の
勘
定
に
計
上
す
る
こ
と
に
よ
り
、

特
殊
銀
行
の
負
債
・
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
い
て
、
特
殊
銀
行

と
海
外
部
門
の
占
め
る
部
分
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
上
の
韓
国
銀
行
の
負
債
・
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
か
ら
も
観
察
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
図
5
と
図
6
で
は
、
一
九
六
七
年
か
ら
特
殊
銀

行
の
自
部
門
間
や
海
外
部
門
と
の
取
引
が
登
場
す
る
代
わ
り
に
、
負

債
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
で
は
一
般
政
府
か
ら
の
資
金
調
達
が
減
少
し
、

資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
か
ら
は
個
人
部
門
と
政
府
管
理
企
業
へ
の
金

融
資
産
投
資
が
減
っ
た
。

　
（
ⅲ
（そ
の
他
金
融
機
関

　

そ
の
他
金
融
機
関（9
（

に
は
類
似
庶
民
金
融
、
証
券
金
融
が
入
っ
て
お

り
、
一
九
六
八
年
か
ら
は
韓
国
開
発
金
融
株
式
会
社
（K

D
FC,

一
九

六
七
年
四
月
設
立
（
と
韓
国
投
資
開
発
公
社
（K

ID
C,

一
九
六
八
年
一

二
月
設
立
（
も
こ
の
部
門
に
包
含
さ
れ
る
。
一
九
六
八
年
か
ら
は
韓

国
開
発
金
融
株
式
会
社
と
韓
国
投
資
開
発
公
社
の
勘
定
が
加
わ
る
こ
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

韓国銀行 一般銀行 特殊銀行 金融媒介機関
その他金融機関 一般政府 政府企業 民間法人企業
政府管理企業 個人部門 海外部門 資産超過

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

韓国銀行 一般銀行 特殊銀行 金融媒介機関
その他金融機関 一般政府 政府企業 民間法人企業
政府管理企業 個人部門 海外部門

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 3 　韓国銀行の負債ポートフォリオ

図 4 　韓国銀行の資産ポートフォリオ
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図 5 　特殊銀行の負債ポートフォリオ

図 6 　特殊銀行の資産ポートフォリオ

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

韓国銀行 一般銀行 特殊銀行 金融媒介機関
その他金融機関 一般政府 政府企業 民間法人企業
政府管理企業 個人部門 海外部門 資産超過

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

韓国銀行 一般銀行 特殊銀行 金融媒介機関
その他金融機関 一般政府 政府企業 民間法人企業
政府管理企業 個人部門 海外部門

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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表 8 　韓国銀行の負債表の金融項目の構成比（単位：年、％）

（96（ （963 （96（ （965 （966 （967 （968 （969 （970

現金通貨 3（.0 3（.5 30.5 3（.0 3（.7 （（.5 （（.9 39.6 39.0
預金 （0.（ 35.6 36.0 （0.7 （6.3 （8.8 （（.7 38.3 （6.0
対外債務 （6.（ （0.3 （（.（ （9.5 （0.5 （.0 6.0 （.0 （.（
その他 （.（ 5.8 6.6 6.7 8.8 5.（ 6.3 （（.（ （.9
資産超過 8.3 5.8 （.7 （.（ （.7 （.5 0.（ 5.9 （0.（

合計 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00

表 9 　韓国銀行の資産表の金融項目の構成比（単位：年、％）

（96（ （963 （96（ （965 （966 （967 （968 （969 （970

国債 （7.6 （9.3 （（.（ （（.7 9.（ 7.9 5.7 3.7 （.9
韓国銀行貸出金 （7.6 53.（ （3.6 （8.（ 39.（ （（.0 3（.8 3（.9 39.8
金及び外国為替保有額 3（.6 （5.（ 36.9 3（.8 （5.5 （（.9 5（.6 53.6 （7.8
その他 （.（ （.（ 5.（ 5.（ 6.（ 8.（ 6.9 （0.8 9.5

合計 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00

表10　特殊銀行の負債表の金融項目の構成比（単位：年、％）

（96（ （963 （96（ （965 （966 （967 （968 （969 （970

預金 （0.0 （0.6 （8.7 （5.（ 33.7 （（.（ （8.0 （8.6 3（.3
有価証券 （0.0 （9.0 （6.8 （（.0 （（.6 （（.（ 9.6 （（.5 （3.0
借入金 5（.9 56.7 58.5 5（.5 （5.5 （（.3 （9.8 （8.5 （9.（
金及び外国為替保有額 0 0 0 0 0 （3.8 （9.（ （6.（ （（.9
その他 5.（ 3.（ （.（ 5.6 5.（ （7.0 （（.9 （（.9 （（.（
資産超過 （.9 0.（ （.9 3.7 3.9 （.8 （.3 0.（ 3.（

合計 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00

表11　特殊銀行の資産表の金融項目の構成比（単位：年、％）

（96（ （963 （96（ （965 （966 （967 （968 （969 （970

通貨・預金 8.（ 8.8 6.6 9.3 （（.（ （0.（ 8.（ 7.（ 8.5
有価証券 （.（ （.0 （.（ （.（ （.（ （.0 （.8 7.9 7.0
貸出金 79.9 8（.8 8（.7 77.0 73.7 50.0 53.8 5（.5 5（.5
金及び外国為替保有額 0 0 0 0 0 （8.（ （（.（ （（.3 （8.（
その他 （0.7 6.（ 9.7 （（.6 9.9 9.3 9.0 9.0 （3.8

合計 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00
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と
に
よ
り
、
そ
の
他
金
融
機
関
の
負
債
・
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
は

図
7
と
図
8
の
よ
う
に
、
一
九
六
八
年
を
転
換
点
に
著
し
い
変
化
が

あ
ら
わ
れ
る
。
負
債
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
で
は
海
外
部
門
か
ら
の
資
金

調
達
が
登
場
す
る
と
共
に
、
特
殊
銀
行
か
ら
の
資
金
調
達
も
急
増
し

た
。
代
わ
り
に
一
般
政
府
や
個
人
部
門
、
企
業
部
門
か
ら
の
資
金
調

達
は
減
少
す
る
一
方
、
資
産
超
過
部
門
に
変
わ
っ
た
。

　

貸
借
対
照
表
の
負
債
表
と
資
産
表
を
観
察
す
る
と
、
表
（（
の
負
債

の
構
成
比
で
は
特
殊
銀
行
借
入
金
と
対
外
債
務
が
一
九
六
八
年
か
ら

追
加
さ
れ
る
こ
と
で
、
特
殊
銀
行
と
海
外
部
門
へ
の
資
金
供
給
が
増

加
し
た
。
そ
し
て
、
表
（3
の
資
産
の
構
成
比
を
見
る
と
、
貯
蓄
性
預

金
と
有
価
証
券
（
そ
の
九
〇
％
以
上
が
株
式
及
び
社
債
（
が
増
え
る
が
、

貯
蓄
性
預
金
が
急
増
し
た
一
九
六
八
年
は
、
図
8
で
見
る
と
預
金
銀

行
へ
の
資
金
投
資
が
増
え
た
。
そ
し
て
表
（3
で
株
式
及
び
社
債
が
増

加
し
た
影
響
で
、
図
8
で
は
企
業
部
門
へ
の
資
金
供
給
が
一
九
六
九

年
に
再
び
増
え
た
。
そ
の
他
金
融
機
関
の
民
間
企
業
へ
の
資
金
供
給

は
、
貸
出
金
と
い
う
間
接
金
融
の
み
に
頼
っ
て
い
た
の
が
、
韓
国
開

発
金
融
株
式
会
社
と
韓
国
投
資
開
発
公
社
の
設
立
に
よ
り
、
株
式
及

び
社
債
と
い
う
直
接
金
融
も
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

②
法
人
企
業
部
門
の
負
債
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

　

本
源
的
資
金
調
達
部
門
で
あ
る
企
業
の
負
債
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を

観
察
す
る
と
、
ま
ず
図
9
の
民
間
法
人
企
業
は
、
一
九
六
六
年
か
ら

海
外
部
門
か
ら
の
資
金
調
達
が
急
増
す
る
代
わ
り
に
、
個
人
部
門
と

一
般
政
府
か
ら
の
資
金
調
達
が
減
っ
て
い
く
。
図
（0
の
政
府
管
理
企

業
の
場
合
も
、
海
外
部
門
か
ら
の
資
金
調
達
が
増
え
る
傾
向
で
、
韓

国
銀
行
か
ら
の
資
金
調
達
も
増
え
る
が
、
個
人
部
門
か
ら
は
減
少
す

る
。
表
（（
と
表
（5
の
よ
う
に
、
企
業
の
貸
借
対
照
表
の
負
債
表
か
ら

対
外
債
務
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
、
海
外
部
門
か
ら
の
資
金
調
達
が

増
加
し
た
こ
と
に
繋
が
る
。
海
外
部
門
か
ら
の
資
金
調
達
の
急
増
の

背
景
と
し
て
は
、
一
九
六
六
年
八
月
三
日
の
外
資
導
入
法
（
法
律
第

一
八
〇
二
号
（
の
制
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
朴
正
熙
政
権
は
外
資
依
存

型
経
済
開
発
戦
略
を
採
択
し
、
商
業
借
款
の
累
積
に
よ
る
元
利
金
返

済
負
担
の
軽
減
か
つ
雇
用
機
会
の
拡
大
や
先
端
技
術
の
導
入
を
狙
い
、

外
資
企
業
に
免
税
や
各
種
優
待
措
置
を
提
供
す
る
こ
と
で
国
内
進
出

を
積
極
的
に
誘
導
し
た
。

③
海
外
部
門

　

図
（（
の
海
外
部
門
の
負
債
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
は
、
資
金
過
不
足
の

分
析
で
も
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
に
、
資
産
超
過
が
急
増
し
て
い
く
こ
と

で
、
海
外
か
ら
国
内
へ
の
資
金
流
入
が
増
加
す
る
。
そ
し
て
特
殊
銀

行
の
負
債
・
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
一
九
六

七
年
か
ら
特
殊
銀
行
か
ら
の
資
金
調
達
が
登
場
す
る
。
一
方
、
図
（（
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図 7 　その他金融機関の負債ポートフォリオ

図 8 　その他金融機関の資産ポートフォリオ

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

韓国銀行 一般銀行 特殊銀行 金融媒介機関
その他金融機関 一般政府 政府企業 民間法人企業
政府管理企業 個人部門 海外部門 資産超過

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

韓国銀行 一般銀行 特殊銀行 金融媒介機関
その他金融機関 一般政府 政府企業 民間法人企業
政府管理企業 個人部門 海外部門 負債超過

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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表12　その他金融機関の負債表の金融項目の構成比（単位：年、％）

（96（ （963 （96（ （965 （966 （967 （968 （969 （970

有価証券 7（.5 9（.3 93.（ 85.8 7（.（ 8（.8 （8.8 （3.7 35.（
特殊銀行借入金 0 0 0 0 0 0 33.（ （（.（ （6.0
対外債務 0 0 0 0 0 0 8.7 （（.9 （8.5
その他 （5.5 5.7 6.6 （（.（ （7.8 （7.（ 3.（ （（.8 （（.9
資産超過 0 0 0 0 0 0 6.3 7.（ 7.6

合計 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00

表13　その他金融機関の資産表の金融項目の構成比（単位：年、％）

（96（ （963 （96（ （965 （966 （967 （968 （969 （970

貯蓄性預金 7.0 0 0 0.（ 0.（ （.0 68.5 3（.（ （5.（
有価証券 0.（ 0.（ 0.（ 0.（ 0.（ 0 （6.5 （8.（ （5.0
貸出金 73.9 76.5 75.3 69.（ 75.（ 77.8 （（.6 35.9 5（.7
その他 （6.0 （6.6 （7.（ （7.8 （5.0 （9.9 （.（ 5.0 7.（
負債超過 3.0 6.6 7.（ （.9 9.（ 0.3 0 0 0

合計 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00

表14　民間法人企業の負債表の金融商品項目の構成比（単位：年、％）

（96（ （963 （96（ （965 （966 （967 （968 （969 （970

銀行借入金 （8.3 （（.5 （8.3 （（.8 （0.（ （9.（ （（.3 （（.（ （3.（
私募債 （.3 （.（ 5.0 （.9 6.6 8.9 6.8 5.9 6.0
有価証券 3（.9 38.3 39.（ 3（.（ （5.（ （7.（ （5.（ （7.3 （5.9
企業信用 6.（ 5.8 6.7 8.（ 7.9 9.3 （0.3 （0.（ （（.（
対外債務 0.（ （.0 6.8 7.5 （9.（ （3.6 （7.3 （（.5 （5.（
その他 （8.0 （5.3 （3.8 （（.3 （（.（ （（.9 （5.9 （7.6 （8.7

合計 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00

表15　政府管理企業の負債表の金融商品項目の構成比（単位：年、％）

（96（ （963 （96（ （965 （966 （967 （968 （969 （970

借入金 36.8 33.（ （6.（ 30.（ 3（.（ 38.6 3（.（ （6.6 （6.8
有価証券 （7.7 39.8 39.（ 3（.8 33.6 3（.（ 36.0 3（.7 35.（
対外債務 （.3 8.0 （（.5 （3.5 （8.（ （6.7 （（.3 （（.（ （（.（
その他 3（.（ （9.（ （3.0 （（.6 （6.（ （3.3 （7.7 （8.6 （5.6

合計 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00 （00
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1962
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1965

1966
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1969

1970

韓国銀行 一般銀行 特殊銀行 金融媒介機関
その他金融機関 一般政府 政府企業 民間法人企業
政府管理企業 個人部門 海外部門

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 9 　民間法人企業の負債ポートフォリオ

図10　政府管理企業の負債ポートフォリオ
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韓国銀行 一般銀行 特殊銀行 金融媒介機関
その他金融機関 一般政府 政府企業 民間法人企業
政府管理企業 個人部門 海外部門

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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その他金融機関 一般政府 政府企業 民間法人企業
政府管理企業 個人部門 海外部門 資産超過

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図11　海外部門の負債ポートフォリオ

図12　海外部門の資産ポートフォリオ
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政府管理企業 個人部門 海外部門 負債超過
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の
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
で
は
民
間
法
人
企
業
へ
の
資
金
供
給
が
急

増
し
、
こ
れ
は
企
業
部
門
の
負
債
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
分
析
で
企
業
の

対
外
債
務
が
増
加
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
一
九
六
六
年
か
ら
は
韓
国

銀
行
へ
の
資
金
供
給
は
急
減
し
、
代
わ
り
に
一
般
政
府
へ
の
資
金
供

給
が
あ
ら
わ
れ
る
。
海
外
部
門
の
貸
借
対
照
表
は
、
負
債
側
を
見
る

と
殆
ど
が
金
及
び
外
国
為
替
保
有
額
と
な
っ
て
お
り
、
僅
か
の
残
り

は
対
外
債
権
、
そ
の
他
負
債
に
計
上
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
資
産
側

は
対
外
債
務
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
）　
各
制
度
部
門
の
負
債
・
資
産
影
響
力
係
数
分
析

　

本
節
で
は
各
制
度
部
門
の
負
債
・
資
産
の
影
響
力
係
数
を
算
出
し

観
察
す
る
。
産
業
連
関
表
の
レ
オ
ン
テ
ィ
エ
フ
逆
行
列
を
用
い
た
応

用
分
析
の
一
つ
に
影
響
力
係
数
と
感
応
度
係
数
が
あ
る
。
こ
れ
を
資

金
循
環
分
析
に
応
用
す
る
と
、
Ｙ
表
が
作
成
さ
れ
る
際
の
仮
定
に
応

じ
て
、
負
債
影
響
力
係
数
、
負
債
感
応
度
係
数
、
資
産
影
響
力
係
数
、

資
産
感
応
度
係
数
の
四
つ
の
指
標
が
作
成
さ
れ
る
。
こ
の
導
出
方
法

と
読
み
方
、
日
本
に
お
け
る
観
察
事
例
に
つ
い
て
は
、
辻
村
・
溝
下

（（00（a

（
の
第
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

負
債
（
資
産
（
影
響
力
係
数
は
、
あ
る
制
度
部
門
に
一
単
位
の
資

金
需
要
（
供
給
（
が
発
生
し
た
と
き
の
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
に
対

す
る
資
金
需
要
増
加
分
の
極
限
値
の
相
対
的
な
大
き
さ
を
意
味
す
る
。

係
数
は
一
に
基
準
化
さ
れ
て
お
り
、
係
数
が
一
よ
り
大
き
い
か
否
か

に
よ
っ
て
各
制
度
部
門
を
四
つ
の
象
限
に
分
け
て
図
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
図
（3
か
ら
図
（5
は
、
横
軸
が
負
債
影
響
力
係
数
を
、
縦
軸

が
資
産
影
響
力
係
数
を
示
す
。
図
（3
は
第
一
金
融
圏
、
図
（（
は
第
二

金
融
圏
、
図
（5
は
非
金
融
部
門
の
各
制
度
部
門
の
一
九
六
二
年
の
影

響
力
係
数
の
位
置
付
け
を
図
示
し
て
お
り
、
一
九
七
〇
年
の
影
響
力

係
数
の
移
動
を
矢
印
で
示
す
。
追
加
的
に
、
一
九
七
〇
年
以
外
で
も

影
響
力
係
数
の
移
動
が
著
し
い
場
合
も
図
示
し
て
お
り
、
そ
の
年
度

を
記
す
。
ま
ず
、
一
九
六
二
年
に
負
債
影
響
力
係
数
が
一
よ
り
大
き

い
制
度
部
門
は
法
人
企
業
部
門
、
政
府
企
業
、
海
外
部
門
と
韓
国
銀

行
で
あ
る
。
一
方
、
負
債
影
響
力
係
数
が
一
よ
り
小
さ
い
制
度
部
門

は
本
源
的
貯
蓄
超
過
部
門
で
あ
る
個
人
部
門
、
そ
し
て
一
般
政
府
、

預
金
銀
行
、
非
銀
行
金
融
機
関
な
ど
が
あ
る
。

　

各
制
度
部
門
の
象
限
の
移
動
を
観
察
す
る
と
、
図
（3
で
預
金
銀
行
、

つ
ま
り
一
般
銀
行
と
特
殊
銀
行
は
第
二
象
限
か
ら
第
一
象
限
に
移
動

し
て
い
る
。
一
般
銀
行
は
一
九
六
三
年
に
第
一
象
限
に
移
っ
た
。
特

殊
銀
行
は
一
九
六
三
年
に
負
債
影
響
力
係
数
が
一
・
〇
一
と
な
り
第

一
象
限
に
入
っ
た
が
、
一
九
六
四
年
に
は
第
二
象
限
に
戻
っ
た
。
そ

の
後
一
九
六
七
年
に
は
、
新
設
さ
れ
た
韓
国
外
換
銀
行
、
韓
国
住
宅
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銀
行
な
ど
の
特
殊
銀
行
の
影
響
で
負
債
影
響
力
係
数
が
一
・
一
一
に

急
増
し
第
一
象
限
に
移
る
。

　

図
（（
を
見
る
と
、
第
二
金
融
圏
で
あ
る
非
銀
行
金
融
機
関
、
つ
ま

り
金
融
媒
介
機
関
と
そ
の
他
金
融
機
関
は
、
一
九
六
二
年
に
第
三
象

限
か
ら
一
九
七
〇
年
に
第
一
象
限
に
移
動
し
て
い
る
。
金
融
媒
介
機

関
の
資
産
影
響
力
係
数
は
一
九
六
三
年
か
ら
一
を
超
え
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
負
債
影
響
力
係
数
は
一
九
六
三
年
～
一
九
六
七
年
は
一

前
後
で
動
き
な
が
ら
第
一
象
限
と
第
二
象
限
の
境
界
線
を
出
入
り
し

韓国銀行

一般銀行

特殊銀行

1967

0.6

1.0

1.4

2.10.18.0

資
産
影
響
力
係
数

←負債影響力係数→

第Ⅰ象限第Ⅱ象限

第Ⅲ象限 第Ⅳ象限

金融媒介機関

その他金融機関

1963
1966

1963
1968

0.7

1.0

1.3

3.10.17.0

資
産
影
響
力
係
数

←負債影響力係数→

第Ⅰ象限第Ⅱ象限

第Ⅲ象限 第Ⅳ象限

図13　第一金融圏の負債・資産影響力係数

図14　第二金融圏の負債・資産影響力係数
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て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
八
年
に
は
負
債
影
響
力
係
数
が
増
加
し

て
第
一
象
限
に
入
っ
た
。
一
方
、
庶
民
金
融
と
証
券
会
社
で
構
成
さ

れ
る
そ
の
他
金
融
機
関
は
一
九
六
六
年
に
負
債
影
響
力
係
数
が
一
・

〇
六
で
第
四
象
限
に
入
っ
た
以
外
は
、
一
九
六
二
年
～
一
九
六
七
年

は
第
三
象
限
に
位
置
す
る
が
、
一
九
六
八
年
に
新
し
い
金
融
機
関
の

設
立
に
よ
り
、
開
発
金
融
と
投
資
開
発
が
加
わ
る
こ
と
で
、
第
一
象

限
に
移
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

図
（5
で
一
般
政
府
と
個
人
部
門
は
一
九
七
〇
年
に
は
一
九
六
二
年

と
位
置
が
逆
転
し
て
お
り
、
一
般
政
府
の
他
部
門
へ
の
資
金
供
給
の

役
割
が
個
人
部
門
へ
分
担
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
し
て
政
府
企

業
の
位
置
付
け
も
一
九
七
〇
年
に
は
民
間
企
業
の
位
置
に
近
付
き
、

企
業
部
門
に
お
い
て
政
府
主
導
の
性
格
が
和
ら
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
海
外
部
門
は
国
内
の
資
金
需
要
に
よ
っ
て
、
全
象
限
を
出
入

り
し
な
が
ら
動
い
て
い
る
。

　

以
上
の
結
果
を
整
理
す
る
と
、
金
融
機
関
が
第
一
象
限
に
移
動
し

た
こ
と
、
一
般
政
府
の
負
債
・
資
産
影
響
力
係
数
が
低
下
し
て
個
人

部
門
と
そ
の
位
置
が
逆
転
し
た
こ
と
、
公
企
業
の
性
格
を
持
つ
企
業

部
門
の
負
債
影
響
力
係
数
が
下
が
っ
た
代
わ
り
に
民
間
法
人
企
業
の

負
債
影
響
力
係
数
が
上
が
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
こ
の
時
期
に
見
ら
れ

る
特
徴
で
あ
る
。
金
志
映
（（0（3a, b

（
で
は68SN

A

ベ
ー
ス
と

93SN
A

ベ
ー
ス
の
資
料
を
用
い
て
一
九
七
五
年
～
二
〇
一
二
年
の

影
響
力
係
数
を
算
出
し
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
現
時
点
ま
で
続

く
韓
国
の
各
制
度
部
門
の
位
置
付
け
が
、
各
種
金
融
制
度
や
金
融
機

関
の
整
備
と
絡
み
合
っ
て
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
固
定
さ
れ
た
こ
と

一般政府

政府企業

民間法人企業

政府管理企業

個人部門

海外部門

1963
1964

1966

0

1.0

2.0

2.01.00

資
産
影
響
力
係
数

←負債影響力係数→

第Ⅰ象限第Ⅱ象限

第Ⅲ象限 第Ⅳ象限

図15　非金融部門の負債・資産影響力係数
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が
示
唆
さ
れ
る
。

（
3
）　
資
金
循
環
表
か
ら
推
定
し
た
私
募
債
の
分
析

　

本
節
で
は
、
私
募
債
と
い
う
金
融
項
目
を
推
定
し
て
特
掲
し
た
金

融
項
目
間
の
取
引
額
を
あ
ら
わ
す
Ｘ
表
（
金
融
商
品
×
金
融
商
品
の

正
方
行
列
（
の
作
成
も
試
み
た
。
Ｘ
表
に
つ
い
て
は
辻
村
・
溝
下

（（00（a

（
の
第
五
章
、
溝
下
（（00（

（
に
詳
し
い
。
Ｘ
表
は
Ｙ
表
よ

り
も
解
釈
が
難
し
い
表
で
あ
る
が
、
あ
る
金
融
商
品
を
通
じ
て
調
達

し
た
資
金
が
、
各
制
度
部
門
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
通
じ
て
、
再
度

ど
の
金
融
商
品
に
投
じ
ら
れ
る
の
か
を
簡
易
的
に
一
覧
に
し
た
表
で

あ
る
。
Ｙ
表
が
ど
の
制
度
部
門
か
ら
ど
の
制
度
部
門
に
資
金
が
流
れ

て
い
る
の
か
を
示
す
の
に
対
し
て
、
Ｘ
表
は
制
度
部
門
を
間
に
挟
ん

で
、
ど
の
金
融
商
品
か
ら
ど
の
金
融
商
品
へ
資
金
が
流
れ
て
い
る
の

か
を
示
す
概
念
的
な
表
と
な
っ
て
い
る
。
例
と
し
て
、
表
（6
は
一
九

六
二
年
の
資
産
側
と
負
債
側
を
用
い
て
推
計
し
た
Ｘ
表
の
一
部
分
で

あ
る
。

　

こ
の
Ｘ
表
か
ら
私
募
債
の
投
入
先
を
年
次
毎
に
比
率
で
図
示
し
た

の
が
図
（6
で
あ
る
。
最
も
大
き
く
算
出
さ
れ
た
項
目
は
そ
の
他
金
融

資
産
負
債
で
あ
る
が
、
そ
の
他
金
融
資
産
負
債
の
次
は
、
企
業
信
用

へ
の
投
入
が
大
き
く
、
ま
た
増
加
傾
向
で
あ
る
。
一
方
、
一
九
六
二

年
に
は
企
業
信
用
に
次
い
で
大
き
か
っ
た
現
金
・
通
貨
性
預
金
と
有

価
証
券
・
出
資
金
は
減
少
し
続
け
、
一
九
六
六
年
に
は
貯
蓄
性
預
金

に
逆
転
さ
れ
る
。
貯
蓄
性
預
金
へ
の
私
募
債
の
投
入
は
急
増
し
、
金

利
引
上
措
置
と
絡
み
合
っ
た
こ
の
時
期
の
貯
蓄
性
預
金
の
伸
長
と
共

に
、
私
募
債
も
貯
蓄
性
預
金
へ
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
現
金
・
通
貨
性
預
金
の
よ
う
な
流
動
性
資
金
へ
使
用
さ
れ
る
私

募
債
の
比
率
が
減
少
し
、
企
業
が
銀
行
融
資
を
調
達
す
る
際
の
拘
束

性
預
金
と
し
て
使
わ
れ
る
貯
蓄
性
預
金
に
投
入
さ
れ
る
私
募
債
が
増

え
て
い
っ
た
影
響
と
看
做
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
一
方
、
企
業
信
用

と
は
支
払
手
形
・
受
取
手
形
、
買
掛
金
・
売
掛
金
な
ど
の
売
買
債

権
・
債
務
項
目
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
に
お
い
て
の
高
利
息
か

つ
短
期
資
金
で
あ
る
私
募
債
の
投
入
の
増
加
は
、
一
九
七
〇
代
に
企

業
が
債
務
返
済
不
能
状
態
と
連
鎖
倒
産
の
危
機
に
陥
っ
た
こ
と
に
繋

が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

図
（7
は
私
募
債
の
負
債
・
資
産
影
響
力
係
数
を
示
し
て
い
る
。
私

募
債
の
負
債
影
響
力
係
数
が
増
加
す
る
こ
と
は
、
私
募
債
の
負
債
超

過
が
一
単
位
増
加
し
た
と
き
の
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
に
対
す
る
波
及

効
果
を
意
味
し
て
お
り
、
私
募
債
の
資
産
影
響
力
係
数
は
私
募
債
の

資
産
超
過
が
一
単
位
増
加
し
た
と
き
の
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
に
対
す

る
波
及
効
果
を
意
味
す
る
。
影
響
力
係
数
は
基
準
値
の
一
よ
り
は
小
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表16　（96（年のＸ表（単位：億ウォン、年末残額）

現金
通貨

貯蓄性
預金

保険・
信託　

国債
株式及
び社債

一般銀行
貸出金

… その他 差額 合計

現金通貨 0 0 0 37 0 0 … 5 0 （07

貯蓄性預金 （ （ 0 3 3 58 … 9 6 （35

保険・信託 （ 5 0 （ （ 0 … 7 6 39

国債 0 0 0 0 （（ 0 … 0 0 （73

株式及び社債 7 8 （ （ （（ （（ … 6（ （（0 （（（

一般銀行貸出金 （9 （（ （ 5 3（ 0 … 35 65 （09

… … … … … … … … … … …

その他 7 7 （ 8 9 30 … 6（ （（（ （55

差額 97 6（ （0 3（ （08 0 … 88

合計 （07 （35 39 （73 （（（ （09 … （55

図16　私募債の投入先

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
現金・通貨性預金 貯蓄性預金 保険・信託
有価証券・出資金 農林漁村・庶民金融貸出金 企業信用
その他
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さ
い
が
、
一
九
六
〇
年
代
中
半
か
ら
係
数
の
数
値
は
徐
々
に
上
昇
し
、

こ
の
時
期
に
金
融
シ
ス
テ
ム
に
与
え
る
私
募
債
の
影
響
力
が
強
く

な
っ
て
い
る
様
子
が
伺
え
る
。

　

一
方
、
図
（8
は
感
応
度
係
数
を
図
示
し
て
い
る
。
負
債
（
資
産
（

感
応
度
係
数
は
全
て
の
商
品
の
負
債
（
資
産
（
超
過
が
一
単
位
増
加

し
た
と
き
の
私
募
債
に
対
す
る
究
極
的
な
資
金
需
要
（
供
給
（
増
加

図17　私募債の負債・資産影響力係数の推移

図18　私募債の負債・資産感応度係数の推移

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

0

0.3

1.00

資
産
影
響
力
係
数

←負債影響力係数→

第Ⅲ象限

1962

1963
1964

1965

1966

1967
1968

1969
1970

0

1.0

2.0

2.01.00

資
産
感
応
度
係
数

←負債感応度係数→ 

第Ⅰ象限第 Ⅱ 象限

第Ⅲ象限 第 Ⅳ 象限
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量
の
相
対
的
な
大
き
さ
を
あ
ら
わ
し
、
全
金
融
商
品
の
資
金
需
要

（
供
給
（
が
一
単
位
増
加
し
た
と
き
に
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
私
募

債
の
資
金
需
要
（
供
給
（
量
が
増
え
や
す
い
ほ
ど
負
債
（
資
産
（
感

応
度
係
数
が
大
き
く
算
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
私
募
債
の
負
債
（
資

産
（
感
応
度
係
数
が
増
え
て
い
く
こ
と
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
に

資
金
需
要
（
供
給
（
が
発
生
し
た
と
き
に
、
私
募
債
の
需
要
（
供

給
（
量
が
増
加
し
や
す
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
図
（8
を
見
る
と
感
応

度
係
数
は
急
上
昇
し
、
一
九
六
七
年
が
頂
点
と
な
っ
て
お
り
、
特
に

資
産
感
応
度
係
数
は
基
準
値
の
一
を
超
え
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に

私
募
債
が
増
え
や
す
く
な
っ
て
い
る
様
子
が
見
出
さ
れ
る
。

む
す
び
に

　

本
稿
は53SN

A

ベ
ー
ス
の
資
金
循
環
勘
定
を
用
い
て
、
韓
国
の

一
九
六
〇
年
代
の
金
融
市
場
で
の
各
制
度
部
門
の
金
融
行
動
の
特
徴

や
金
融
政
策
に
よ
る
変
化
を
分
析
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
は
韓
国
で

近
代
的
な
金
融
市
場
の
体
制
が
形
成
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
こ
の

時
期
の
金
融
市
場
分
析
に
お
い
て
は
、
金
利
現
実
化
措
置
の
限
界
点

や
八
・
三
措
置
と
い
う
革
新
的
な
経
済
措
置
に
焦
点
が
集
ま
り
、
金

融
市
場
の
成
長
は
比
較
的
注
目
を
浴
び
な
か
っ
た
。Cole

・
朴

（（98（

（
は
「
金
融
改
革
が
経
済
発
展
の
跳
躍
段
階
で
一
部
が
主
張

す
る
よ
う
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
は
明
確
で
は
な
い
。
実
際

に
金
融
改
革
の
前
後
の
事
件
を
綿
密
に
観
察
す
る
と
、
高
金
利
政
策

に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
は
、
統
計
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
難
し
い

こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
誇
張
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
。」
と
語
る

（p.（9（

（。
本
稿
は
情
報
や
資
料
が
不
十
分
で
定
量
的
な
分
析
事
例
の

乏
し
い
こ
の
時
期
の
金
融
市
場
研
究
に
お
い
て
、
計
量
的
実
証
分
析

を
試
み
統
計
的
な
検
証
の
一
例
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
産
業
連

関
分
析
技
法
を
資
金
循
環
表
へ
応
用
し
た
指
標
で
あ
る
負
債
・
資
産

影
響
力
係
数
を
見
る
と
、
第
一
・
二
金
融
圏
の
負
債
・
資
産
影
響
力

係
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
九
六
〇
年
代
の
韓
国
の
金
融

政
策
は
制
度
的
に
整
備
さ
れ
た
金
融
市
場
の
造
成
に
効
果
が
あ
っ
た

こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
韓

国
の
各
金
融
機
関
の
位
置
付
け
と
特
徴
は
、
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ

た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
金
利
現
実
化
措
置
は
公
金

融
市
場
を
一
挙
に
拡
張
さ
せ
る
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。」
と

述
べ
た
李
明
輝
（（009

（
の
評
価
（p.97

（
を
支
持
す
る
一
つ
の
根

拠
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
本
稿
は
あ
る
時
点
で
の
私
金
利
や
私
募
債
の
規
模
の
推

計
に
留
ま
っ
て
い
た
既
存
研
究
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
私
募
債
と
い
う

項
目
を
推
定
し
、
資
金
循
環
表
の
中
で
私
募
債
の
及
ぼ
す
波
及
効
果
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を
分
析
し
た
。
韓
国
の
一
九
六
〇
年
代
は
金
融
制
度
を
整
え
な
が
ら

金
融
市
場
が
成
長
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
金
融

シ
ス
テ
ム
に
与
え
る
私
募
債
の
影
響
も
強
く
な
り
、
一
九
七
二
年
に

企
業
を
倒
産
危
機
か
ら
救
済
す
る
八
・
三
措
置
で
、
一
九
六
五
年
か

ら
施
行
し
た
高
金
利
政
策
は
終
結
す
る
。
高
金
利
政
策
だ
け
で
は
、

私
金
融
市
場
の
制
度
金
融
圏
内
へ
の
吸
収
は
難
し
く
、
高
金
利
に
よ

る
企
業
の
資
金
調
達
費
用
負
担
の
圧
迫
や
私
募
債
か
ら
の
資
金
調
達

増
加
が
招
い
た
連
鎖
倒
産
問
題
は
解
決
さ
れ
ず
、
政
府
が
全
面
的
に

出
て
企
業
を
救
済
す
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
面
も

あ
っ
た
一
方
で
、
一
九
六
〇
年
代
の
金
融
市
場
の
整
備
と
成
長
で
近

代
的
な
金
融
市
場
が
形
成
さ
れ
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
本
格
的
に
始

ま
る
経
済
成
長
に
金
融
的
な
基
盤
を
形
成
し
た
と
い
う
プ
ラ
ス
の
側

面
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
本
研
究
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。
一
九
六
〇
年
代

は
、
韓
国
の
金
融
史
の
研
究
に
お
い
て
重
要
な
時
期
で
あ
り
、
さ
ら

に
研
究
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
私
金
融

市
場
は
現
代
に
お
い
て
も
消
費
者
金
融
な
ど
の
形
で
社
会
問
題
化
さ

れ
な
が
ら
、
注
目
を
浴
び
て
い
る
話
題
で
も
あ
る
。
過
去
の
私
金
融

市
場
の
問
題
の
解
決
の
た
め
の
政
策
や
そ
の
影
響
と
副
作
用
な
ど
は
、

現
代
の
金
融
政
策
に
お
い
て
も
貴
重
な
教
訓
が
得
ら
れ
る
と
期
待
さ

れ
る
。

（
（
（  Cole

・
朴
（（98（

（
に
よ
る
と
、
私
金
融
市
場
と
は
我
々
が
非

公
式
、
あ
る
い
は
非
正
規
貨
幣
市
場
と
称
す
る
も
の
で
あ
り

（p.（7

（、
私
金
融
部
門
は
伝
統
的
で
多
様
な
上
、
比
較
的
に
政
府

の
規
制
を
受
け
ず
、
秘
密
裏
に
運
営
さ
れ
る
。
一
方
、
公
金
融
部

門
は
近
代
的
で
よ
り
明
確
に
組
織
化
さ
れ
て
お
り
、
正
規
的
で
統

計
上
の
記
録
も
備
え
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
の
韓
国
の
公
金
融
機

関
は
、
中
央
銀
行
、
預
金
銀
行
、
非
銀
行
金
融
機
関
、
準
金
融
機

関
、
証
券
市
場
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（p.5（

（。

（
（
（  

韓
国
で
は
一
般
銀
行
、
特
殊
銀
行
、
地
方
銀
行
な
ど
の
銀
行
を

第
一
金
融
圏
と
、
保
険
会
社
、
証
券
会
社
、
投
資
信
託
会
社
な
ど

の
非
銀
行
金
融
機
関
を
第
二
金
融
圏
と
呼
ぶ
。
第
二
金
融
圏
は
銀

行
法
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
一
般
商
業
銀
行
と
類
似
し
た
機
能
を

担
当
す
る
。

（
3
（  

公
金
利
は
一
年
満
期
定
期
預
金
金
利
、
物
価
上
昇
率
は
生
産
者

価
格
指
数
を
用
い
た
（
韓
国
銀
行
の
『
経
済
年
鑑
』、『
経
済
統
計

年
報
』、『
年
次
報
告
書
』
な
ど
を
参
照
（。
私
金
利
の
出
所
は
一

九
五
四
年
～
一
九
六
二
年
は
韓
国
銀
行
（（97（b

（、
一
九
六
三
年

～
一
九
七
二
年
は
韓
国
銀
行
の
『
企
業
金
融
私
金
融
及
び
景
気
展

望
実
態
調
査
報
告
書
』
で
あ
る
。
他
に
は
韓
国
銀
行
（（969

（、
国

民
銀
行
の
『
小
零
細
企
業
実
態
調
査
報
告
書
』
な
ど
を
参
考
に
し

た
。

（
（
（  

韓
国
銀
行
（（973

（
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

（
5
（  
資
料
の
出
所
は
、
李
榮
薫
他
（（00（

（、
崔
眞
培
（（996

（
か

ら
纏
め
た
。

（
6
（  

こ
の
節
は
、
朝
鮮
銀
行
の
『
調
査
月
報
』、
韓
国
銀
行
の
『
経
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済
年
鑑
』、
大
韓
金
融
団
の
『
金
融
』
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

（
7
（  

韓
国
銀
行
は
一
九
六
九
年
か
ら
全
国
の
地
方
法
院
及
び
支
援
を

通
じ
て
直
接
「
民
間
法
人
企
業
資
本
金
及
び
私
募
債
現
況
調
査
」

を
行
っ
て
お
り
、
一
九
六
九
年
か
ら
は
こ
れ
か
ら
推
計
さ
れ
た
庶

民
金
融
会
社
の
資
本
金
推
計
値
を
用
い
た
。

（
8
（  

丙
種
配
当
利
子
所
得
と
は
非
営
業
貸
金
利
子
所
得
、
即
ち
、
私

債
に
対
す
る
利
子
所
得
を
い
う
。
配
当
利
子
所
得
は
三
種
類
で
区

分
さ
れ
る
。
①
甲
種
配
当
利
子
所
得
は
国
内
で
支
払
う
社
債
利
子
、

あ
る
い
は
国
内
で
支
払
う
信
託
の
利
益
及
び
国
内
に
本
店
か
主
事

務
所
を
置
く
法
人
か
ら
受
け
る
利
益
の
配
当
及
び
余
剰
金
の
分
配
、

②
乙
種
配
当
利
子
所
得
は
外
国
法
人
に
投
資
し
て
受
け
取
る
利
益

の
配
当
や
社
債
の
利
子
、
信
託
の
利
益
金
、
③
丙
種
配
当
利
子
所

得
は
、
金
融
機
関
や
質
屋
な
ど
の
貸
金
業
者
で
は
な
い
非
貸
金
業

者
個
人
が
私
債
で
貸
す
お
金
か
ら
受
け
取
る
利
子
。

（
9
（  

韓
国
銀
行
（（97（a

（
に
よ
る
と
、
こ
の
部
門
は
庶
民
金
融
を

除
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
や
付
属
明
細
書
か
ら
直
接
推
計
が
可
能

で
あ
る
が
、
庶
民
金
融
は
零
細
な
庶
民
金
融
会
社
の
新
設
、
解
散
、

移
転
が
激
し
い
上
、
四
半
期
別
の
財
務
諸
表
も
十
分
に
具
備
し
て

い
な
い
た
め
、
庶
民
金
融
の
金
融
資
産
・
負
債
は
標
本
調
査
で
推

計
す
る
（p.3（

（。
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